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真の平和を求めて

は じめに(1)

本稿の 目的は、太平洋戦争下に起きたある思想的な事件の背景を、可能なかぎり精確に再構成

するところにある。その事件 とは、1943(昭 和18)年7E6日 早朝、特高警察によってなされた

牧 口常三郎(1871-1944)に 対する弾圧である。

もとよりこの弾圧事件については、すでにいくつかの優れた研究が存在する。いま 「可能なか

ぎり精確に」とい う目標を掲げたが、本稿で用いる資料が必ずしも目新しいものばか りとい うわ

けではない。にもかかわらずあえてこのような目的を掲げたのは、本稿で展開する 《資料の読み》

(1)本 稿は拙論 「牧 口常三郎 は国家政策の何 に抵抗 したか」(『創価教 育研 究』第3号 、2004年)で 扱った問

題を多角的に再追 究 したもので ある。牧 口著 作からの引用は、基本 的に 『牧 口常三郎全集』(全10巻 、第

三文明社、1981-96年)に 拠 った。ただ し、 『特高月報』昭和十八年八月分記載 「創価教育学 会々長牧 口

常三郎に対する訊 問調書抜粋」(以下、 「訊問調書」と略記す る)か ら引用する場合 は、同月報 の頁数 と、

『牧 口常三郎全集 第10巻 』 の頁数 を併記 した。なお、本稿執筆 に当た り、牧 口の晩年 に関 し牧 口洋三

夫人の金子貞子氏、牧 口思想 に関 し斎藤正二氏、戦時思潮 に関 し高崎隆治氏か ら貴重 な証言 ・助言を賜

った。 この場を借 りて深 く感謝 申し上げ る次第である。

TakaoIto(創 価大学文 学部准教授)
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が、ささやかながら真実の解明に新たな貢献をなしうるだろうとの期待からである。ただし、何

か特別な手法を用いるつもりはない。

あくまで本稿は、特高が牧 口について残した記録(『特高月報』記載のもの)を 、一字一句てい

ねいに読解する作業に徹 したいと考えている。周知のように、「治安維持法違反」と 「不敬罪」が

検挙の理由とされているが、それは具体的にはどうい う意味なのか。つま り、牧口の思想や行動

の何が当時の法に触れるものと見なされたのか。そこに焦点を絞 り、牧口と国家権力 とが何ゆえ

に衝突せ ざるをえなかったのかを明らかにしていきたい。

そのさい本稿は、この弾圧事件の構造を徹底的に思想の次元で把握するつもりである。 日本の

歴史のなかでおそらく最 も思想統制が激化した時代における抵抗的言説の記録は、「国家とは何

か」、「法とは何か」、「自由とは何か」といった社会の根本的な問いを考えるうえで、今 日にも貴

重な示唆を与えるものであるにちがいない。牧 口自身がそうした根本的問いの探究者であったこ

とは、本稿の叙述とともに明らかとなるであろう。

*

さて本稿前回(第1章 ・第2章)は 、『特高月報』昭和十人年七月分において牧口の罪状 として
ばち

挙げられている、①天皇凡夫論、②教育勅語批判、③罰論、④国家神道批判、⑤神札 ・神棚等の

焼却撤去、の5点 の うち、最初の2つ を検討した。

その結果、彼の 「天皇凡夫論」が、昭和10年 代から戦時中にかけて命脈を絶たれた りベラルな

立憲思想を含意 していること、そして、「教育勅語批判」が昭和軍国主義に対するやむにやまれぬ

異議申し立てにほかならなかったことが分かってきた。

あわせて、「天皇凡夫論」の理論的根拠として、とりわけ美濃部達吉の 《天皇機関説》の存在が

考えられること、また、「教育勅語批判」の理論的源泉としては、内村鑑三 ・幸徳秋水等の 《忠義

道徳批判》の系譜や、ペスタロッチ ・ヘルバル ト・沢柳政太郎等の自由主義教育思想の系譜が想

定 されること、等々の論点も見えてきた。

従来、牧口の弾圧については、彼の仏法信仰と政府の宗教政策 との軋礫が引き起こした事件 と

して解釈 されることが多かった。 しかし、弾圧の思想的文脈をより精確に把握するためには、そ

うした宗教的側面のみにとどまらず、近代 日本思想史における天皇観 ・国家観 ・政治観 ・教育観

の対立系譜をも視野に入れて解釈する必要性が見えてきたといえよう。

だが、こうした解釈のスタンスをとった場合にあらためて問題 となるのは、牧口が若き日から

培ってきた天皇観 ・国家観 ・政治観 ・教育観と、彼が晩年(1928年 、57歳 頃とされる)に 始めた

仏法信仰 との関係である。前回の序論で述べたように、戦時下の牧口をめぐる評価の違いも、っ

まるところ、この関係をどう考えるかに関わっている。

ここで解釈の鍵をにぎるのは、前記5点 の罪状の うち残 りの3つ 、すなわち 「罰論」、「国家神

道批判」、「神札 ・神棚等の焼却撤去」の中身であろう。牧口がこれらの主張をおこなった背景に

は、どのような理論的系譜が うかがえるだろうか。

以上の問題意識を念頭に置きつつ、残 りの罪状を、例によって 『特高月報』記載の牧口の発言

にもとづき検討 していきたい。
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第3章 聖戦思想批判一 弾圧理由その3

開戦直前の牧ロ

特高警察が挙げた3つ 目の罪状である 「罰論」について見ていこう。

再度い うと、『特高月報』昭和十八年七E分 に記録 されている、牧口が日米開戦直前(1941[昭

和16]年11月 中旬)に 福岡県でおこなったとされる発言は、「法華経、日蓮を誹諺すれば必ず罰が

当る」というものであった。

だが、これまで見てきた 「天皇凡夫論」や 「教育勅語批判」 といった罪状と違い、この情報だ

けでは、特高が牧口の発言を 「不逞教説」と見なした理由がいま一つ判然としない。それに発言
ばち

自体の趣旨もつかみにくい。宗教的信条の表明であることはた しかだが、い うところの 「罰」に

ついて具体例が示されていないか らである。

そこで、同時期の彼の著作も見なければならない。1941(昭 和16)年10E20日 発行の 『価値創

造』第3号 に掲載された 「大善生活法即ち人間の平凡生活に」 とい う論文がある。

この 「大善生活」という言葉は、晩年の牧口がよく用いたもので、端的にい うと、法華経や 日

蓮の教えに則った生活のことを指 している。

牧 口によれば、大善生活 とは、 自分の目前の生活に汲々とするのではなく 「他人を助けるだけ

の余裕を持っ生活」のことであ り、特別なものではなく、「円満平和の家庭に於ては現にどこでも

無意識に実行されてゐる」ものだ とい う。そしてこう述べる。

家庭 には斯の如 くそんなに難 しくな く容易 に行 はれ る大善生活が何故に国家社会 に行 はれず 、中小善

の生活が行 はれて今 日の各方 面の行詰 りが生 じるか。之れが打開 には大善生活 の他 にないのであるが、

小 さな有機 的全体の家庭 生活 に於 ては家長 たるものが しっか りしさへすればその徳 が直ちに家族 に及ぶ

が故 に大 した困難はない。けれ ども 〔…〕大 なる国家又 はその内外の社会の生活に於 て、上流 に立つ指

導者階級に大善生活の意識 もな く偶々之 を云ふ もので あつて も一顧す るもの もな く、之を教へ る経文 は

あっ て も、 これ を 実 証 して理 解 せ し め る もの もな い 〔…〕。(2)(下 線筆 者 、以 下 同 じ)

要するに、家庭とい う小組織では家長の徳がすぐに家族におよぶが、国家社会 とい う大組織で

は指導者階級に大善生活の意識がなく、それを教える法華経を実証 して理解 させる者もいないの

で 「今日の各方面の行詰 り」を生んでいる、と牧口はい う。

ここで彼が 「今 日の各方面の行詰 り」 という言葉で念頭 に置いている社会状況 としては、同じ

論文で言及 されている、同年6月22日 にはじまった 「独ソの戦争」とそれにともなう日本の立場

の困難化が挙げられよう。

この独 ソ戦によって、ソ連は米英両国との結びつきを強め、 ドイツと同盟を組む 日本は、ソ連

とアメリカを同時に敵に回すおそれが出てきた。

上記論文で牧 口は、松岡洋右前外相の 「わが国の関係においては東亜において真に重大なる超

非常時局が眼前に展開しつ ＼あることを感 じます」とい う談話を引用 して、「火が国中に燃えてゐ

(2)『 牧 口常三 郎 全 集 第10巻 』、18頁 。
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ることを意識 して、対処せ ざるを得ない、我等の実際生活を自覚 した説明」(3)と評 している。

開戦直前の時代状況

ここで独ソ戦から日米開戦までの流れを簡単に述べておこう。

軍事 ・外交政策の再検討をせまられた第二次近衛内閣は、7E2日 の御前会議で、戦略物資獲i

得のため 「対英米戦を辞せず」に南部仏領インドシナへ進出し、他方 「密かに対 『ソ』武力的準

備を整え」て、 ドイツが有利になれぼ参戦するという二正面作戦を決定する。

この決定は報道されなかったが、アメリカは暗号電報を解読 し、ソ連と結んで、日独伊三国同

盟に対する開戦を準備 しはじめた。

対米交渉の余地を残そうとする近衛総理は、7月!8日 、対ソ開戦を叫ぶ松岡外相を罷免 して第

三次近衛内閣をつくる。8月1日 、日本のインドシナ進出に対 してアメリカは石油の対日禁輸で

応 じ、これが軍部の対米開戦論をあおることになった。9月6日 の御前会議で、「十月下旬を目途

として戦争準備」を決定。対米交渉をのぞむ近衛総理は、開戦論者の東条陸相と対立を深め、10

月16日 に総辞職する。

10A18日 に、東条内閣が発足。11月5目 の御前会議で、「武力の発動の時期を十二月初旬に定め」、

「対米交渉が十二月一目午前零時までに成功せば武力発動を中止す」と決定する。11月 末に交渉

が決裂 し、12月1目 の御前会議で開戦を決定。12月8日 早朝、真珠湾攻撃が決行 され、太平洋戦

争がはじまった。

一 牧 口は、先述のように10月発表の論文で独 ソ戦に触れ、「今 日の各方面の行詰 り」を憂えて

いるので、その後の 目本を取り巻 く状況にも無関心ではいられなかったはずである。

もちろん、御前会議の中身は国民には伏せられていたが、日米交渉の経過、とくに11月以降の

危機的状況については新聞も報道 していた。

たとえば、11H5日 付 「読売新聞」夕刊には次のようにある。

太 平洋 の危機は愈々切迫 し重大な段 階に突入 した。 これ は一 にアメ リカが 日米 交渉 を遷延 しつ ン 〔長

び かせつつ〕、 〔…〕対 日戦備 の槍 を研 ぎつ)・・経 済断交 の魔手 をあやっ りわが危急存亡 の生命線 を脅か し

てゐるからである。即ち近衛メツセーヂが発せ られ、 日米交渉 が開始 されてか ら既 にニケ月余 の長時 問

を経 たるにも拘 らず、 ノツクス海 軍長官 は 「日本 が膨張政策 を捨て ざる限 り日米衝突 は不 可避 である」

と放言 し、 日本の大陸政策 を否 定 〔…〕。(4)

ま た 、!1月7日 付 「朝 日新 聞 」社 説 は こ う述 べ て い る。

いや しく も米国 に他意がな ければ、殊 に交渉遷遠策 を講ず る要 もな く、また我が国の立場 を多少 とも

尊 重する気 な ら、平和的解決 もいまだ必ず しも絶望 ではない。吾人が しば しばいへる ごとく、 わが国 と

しては仮 に残 され たる五分間 といへ ども最後の手段 を尽 さんとす るものである。 しか しなが ら、また 同

(3)『 牧 口常 三郎 全 集 第10巻 』、16頁 。

(4)入 江徳 郎 他 編 『新 聞 集成 昭和 史 の証 言15』 、SBB出 版 社 、1991年 、467頁 。
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時にいかなる代償 を払つて も、平和を希 求する といふ もので は断 じてない。(5)

同じころ、6億3000万 の 「臨戦大増税」案が決定され(10.月30日)、 一般家庭や寺院仏閣からの

「金属類特別回収」が実施 され(11月1日)、 兵役法が改正されて身体虚弱者の 「兵役免除撤廃」

がおこなわれている(11月15日)。 日を追 うごとに世間は戦時色を濃 くしていた。

こうした時代状況から察するに、牧口が11月 中旬の福岡での講演で 「法華経、日蓮を誹諺すれ

ば必ず罰が当る」 と発言 したとき、開戦4年 目の日中戦争は当然のこと、日米関係の悪化 とそれ

が意味す る危機の可能性について、まったく念頭になかったとは考えにくい。

また、この発言の裏側に、大善生活(す なわち、法華経や 日蓮の教 えに則った生活)を 意識す

ることで 「今 日の各方面の行詰 り」を打開してほしいとい う、牧口の戦争回避への願望を読み取

ることは不可能ではないだろう。

特高の訊問項目

先述のように、開戦直前の論文 「大善生活法即ち人間の平凡生活に」で、牧口は、指導者階級

に大善生活の意識がなく、それを教える法華経を実証 して理解 させる者もいないことが、 日本の

苦境の原因であると述べていた。

ところで、現実の政治状況を、法華経 とい う特定の宗教思想 と結びつけて解釈するのは、同じ

宗教的立場をとる者を除いては、容易に受け容れがたい考え方であろう。ま して国家神道が奉 じ

られていた当時、こうした考え方がどれほど白眼視 されたかは想像に難くない。

現に、『特高月報』昭和十八年八月分掲載の 「創価教育学会々長牧ロ常三郎に対する訊問調書抜

粋」(1943[昭 和18]年7月 作成。以下、「訊問調書」 と略記する)を 見ると、特高が法華経や 日

蓮の思想について質問を発 しつつ、徐々に牧口の政治観にターゲットを絞 り込んでいく過程がう

かがえる。訊問項目の前半部分を箇条書きにすると、以下のようになる。

問 創価教育学会の指導理念及 目的は。

問 会員獲得の手段方法に就ては。

問 創価教育学会の信仰理念の依拠する処は日蓮正宗に相違なきや。

問 日蓮正宗は如何なる教義信条を持つ宗教団体なりや。

問 法華経を最初に説いたのは誰れか。

問 法華経は何時頃から日本に説かれる様になつたのか。

間 然 らば其法華経 とは如何なる教へな りや。

問 法華経 と日蓮聖人 との関係は。

問 広宣流布 とは如何なる意味な りや。

問 末法時代は万年 として万年後の社会は如何様になるや。

(5)入 江 『新 聞 集 成 昭 和 史 の証 言15』 、472頁 。
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問 法華経の真理から見れば日本国家も濁悪末法の社会なりや。(6)

これ以降の訊問項 目については、すでに本稿の第1章 ・第2章 で扱っているし(天 皇凡夫論や

教育勅語批判に関わる質問)、本章と次章でも随時論及 してい く予定なので省略する。

上の最後の質問を受けて、牧口は、いよいよ日本の政治状況を 「法華経の真理」と関係づけて

語 ることになる。そ して、「法華経、日蓮を誹諺すれば必ず罰が当る」というときの 「罰」の観念

について、2回 説明することになるのである(2回 目の説明は、少しあとの 「大 日本帝国憲法と

法華経の大法 とは如何なる関係に立つや」とい う質問への回答に見られる)。

それらの内容は、「訊問調書」全編のクライマックスともい うべき部分である。以下、その2回

の説明を順次検討 していこう。

牧ロの発言①一 日本の戦争は罰である

最初の説明は、第1章 「天皇凡夫論」のなかですでに部分的に紹介 した箇所に見られる。

問 法華経の真理 か ら見れば 日本国家 も濁悪末法 の社会 な りや。

答 〔…〕此の末法の社 会相 は全世界 は勿論 日本国 に於て も同様の事 であ りま して、斯 る状態 は法華経

に予言せ られてあ る通 であ ります。 〔…〕

若 し国王有つて無量世に於 て施 、戒 、慧 を修す とも我が法の滅 せんを見 て捨て 》擁護せず んば是

の如 く種 ゆる所の無量の善根悉 く皆滅 失 して其 国に当に三つの不祥の事有 るべ し、一 には穀貴、

二 には兵革、三には疫病 な り、一切 の善神悉 く之 を捨離せば其の王教令す とも人随従せ じ常に隣

国の為 に侵娩せ られ 〔…〕 内外 の親戚其れ共に謀叛せ ん 〔…〕

と書示 して あ りま して、例 へば国王 陛下が法華経 の信行 をな さいま しても此 の法 が国内か ら滅亡

す るのを見捨 て置 いたな らば、撫て国には内乱 ・革命 ・鱗謹 ・疫病等の災禍 が起きて滅 亡す るに至

るであ らうと仰せ られてあ ります。

斯様 な事実 は過去の歴史に依つて も、夫れに近い 国難が到来 して居 ります。現在 の 日支事変や大

東亜 戦争等 に して も其の原 因は矢張 り諺法 国で ある処か ら起きて居 ると思ひます。

故 に上は 陛下 よ り下国民 に至 る迄総てが久遠 の本仏た る曼茶羅 に帰依 し、所 謂一天 四海 帰妙法

の国家社会が具現すれ ば、戦争鱗饅疫病等の天災地変 より免れ得 るのみ ならず、 日常に於け る各人

の生活 も極 めて安穏な幸福 が到来す るのであ りまして之れが究極 の希望 であ ります。(7)

【現代語 訳】

問 法華経の真理 か ら見れば、

答

目本 国家 もけがれや悪 にみちた末法の社会 なのか。

〔…〕 この末法の社会 のすが たは、全世界 はもちろん、 日本 国において も同様に現われてお り、 こ

うした状態は法華経 に予言 されてい るとお りです。 〔…〕

もし国王があって無量 の長 きにわた り布施 をし、戒律 をたもち、智慧 を修得 して も、仏法の滅 す

るを見て、捨てて擁護 しないな らば、このよ うに蓄積 した無 量の善い行い もことごとくみな消滅

して 、その国に三つの不祥事 が起きるだろ う。一 には飢饒、二には戦争、三 には疫病 であ る。い

っさいの善神が ことご とく国土を捨 てて離れて しま うので、国王が命令 して も国民が したがわな

いば か りか、つねに隣国に侵略 され 、〔…〕国王の内親 も外戚 もともに謀叛 を起 こすであ ろ う。〔…〕

(6)『 特 高 月 報 』 昭 和 十 八年 八H分 、137-150頁 。(『 牧 口常 三 郎 全 集 第10巻 』、185-200頁 。)

(7)『 特 高 月 報 』 昭 和 十 八年 人月 分 、151-152頁 。(『 牧 口常三 郎 全 集 第10巻 』、200-202頁 。)
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と 〔日蓮の 『立正安 国論』 に〕書い てあ り、た とえば国王陛下が法華経の信仰 をなさって も、法華

経が国内 で滅亡す るのをそのまま見捨て るならば、やが て国 には内乱 ・革命 ・飢謹 ・疫病 な どの災

いが起きて滅亡するであろ うと説いています。

この よ うな事実は過去 の歴史 を見 ても、それ に近い国難が到来 しています。現在の 日中戦争や太

平洋戦争 などに して も、やは り目本 が仏教 の正 しい教 えを誹諺 してい る国であるところか ら起 きて

い ると思います。

それゆ え陛下か ら国民にい たるま ですべての人が 日蓮の曼茶羅 に帰依 し、全世界が法華経 に帰依

す るような国家社会が実現すれ ば、戦争 ・飢饅 ・疫病 などの天災地変 を免 れるだけで なく、 日常 に

おけ る一人ひ とりの生活 にもきわめて平穏な幸福 が到来す るので あ り、 これが究極の希望です。

特高の質問は、 日本に対する否定的発言を期待 してのものであろう。牧口はおそらくそのこと

も理解した うえで、正面から回答 している。

すなわち牧口は、 日本が 「末法の社会相」にあるとして、日蓮の 『立正安国論』を引き、君主

が法華経の滅亡を傍観するならば、「内乱 ・革命 ・飢謹 ・疫病」などの災いが起きて国家は滅亡す

るだろうとい う。

そ して、目下の 「日支事変」(日 中戦争)や 「大東亜戦争」(太平洋戦争)な ども、 目本が 「講
ぽう

法国」(仏教の正しい教えを誹諺している国)で あるから起きている、と主張する。

以上が、逮捕 された牧口が特高に語った 「罰」の具体的な中身である。

逮捕直前の時代状況

ここで注 目したいのは、この発言全体が、たんに宗教的信条の表明にとどまらず、当時の日本

の好戦的思潮に対する異議の表明にもなっているということである。

参考までに、牧口が逮捕される直前の1943(昭 和18)年5～6月 頃の時代状況を、当時の主要

マスメディアや政府の発言によって確認 しておこう。

この時期、すでに 日本の戦況は劣勢にあり、山本五十六連合艦隊司令長官の戦死(4月18日)

や、アッツ島での 日本軍玉砕(5月29日)が 報道 されて、国民に衝撃を与えていた。それだけに

新聞記事の論調も、国民を叱咤するかのように激 しいものとなっている。

たとえば、山本長官の戦死を受けて、5月22日 付 「毎日新聞」は、「必勝へ貫く山本精神/た ぎ

りたつ一億の血潮」 との見出しのもと、こう述べる。

必勝不敗の戦略態勢を確立 した山本総督、そ の神謀その知略を想 ふ とき一億 国民の痛惜の念やいかば

か りか 〔…〕故元帥がその身をもっ て示 した尽忠無比の精神はわれ等国民讃仰 の極みであつたのだ、い

まわれわれは徒 らに元帥の死を悼 んで働嬰 をつづ けてい る時ではない、故元帥の身を もつて示 された道

をまっ しぐらに突き進 むこ とを固く誓はねばな らない。(8)

また、6月1日 付 「朝日新聞」夕刊の 「アッツ島の忠魂に続け」と題 した記事にはこうある。

(8)入 江 徳 郎 他 編 『新 聞集 成 昭 和 史 の 証言17』
、SBB出 版 社 、1991年 、216頁 。
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絶海の孤 島において山崎部隊長 以下全 将兵 によつて遺憾な きまで に発揮 されたわが民族 の悠久 の大義

に生 き抜か んとす る死生感、陣地は死す とも敵 に委す ることな く最後 の一兵に至るまで戦ひ抜 いて玉砕

した烈々た るこの攻撃精神、ま ざま ざと国民 の琴線 に触れ るこ と皇軍 の神髄は今や とつてもつ て大東亜

戦争完遂途上の銃後国民の心構 へでなければな らず、また この烈 々た る気塊な くしては今次 の戦争 に勝

ち抜 くことは断 じて不可能 であることをしみ じみ痛感 するのである。(9)

このように主要新聞は、われわれは尽忠無比の精神を 「誓わねばならない」、烈々たる攻撃精神

こそ銃後国民の 「心構えなければならず」云々と、国民にいっそうの戦争奉仕を呼びかける。「…

ねばならぬ」 という命令表現は、当時の新聞に必ずしもめずらしい語法ではないが、上の朝 日の

記事では、全部で600字程度の文章に4回 も見える。

さらに、6月16日 、東条英機総理は帝国議会における施政演説の冒頭でこう訴えている。

悠久 な大 義に生 き壮烈鬼神 を嬰か しむ る幾多忠勇義烈 な将兵 の最期 に想ひ をいた し、 日本 国民たる も

の唯一人 として 『これ ら有志 に続かん』 と決 起せ ざるものはないのであ ります、 これ ら勇 士あ り、又 こ

れ ら勇 士に続 くものあれ ばこそ、大東亜戦争は必ず勝っ のであ ります 、われわれはこ 》に諸君 と共 に山

本 〔五十 六〕元帥を始 め忠勇 なる戦没将校の偉大なる勲功 を偲 び、哀悼 の誠 を捧 ぐる とともに只管迷墓

撃滅 の一 路に遭進 、もつて勇士の忠霊 に応へ んことを誓ふ次第であ ります。(10)

このように政府は、日本国民が 「悠久な大義」に身を捧げれば 「大東亜戦争は必ず勝っ」ので

あり、総力あげて 「米英撃滅の一路に遙進」しよう、と叫んでいた。「日本国民たるもの誰一人と

して…決起せ ざるものはない」 とい うことは、いいかえればてここで決起 しない者は 日本国民で

はないとい う意味である。

事実、総決起の体制作りは、すでに政府の手で着々と進められていた。同年5月4日 付 「読売

新聞」は、「生拡 〔=生産力拡充〕・電力 ・国民動員/本 年度三計画成る」 と題 して、4H30日 の

閣議決定の内容を紹介しており、国民動員の見出しには 「女子動員、更に積極化」とある。

軽易な る産業並び に机上書記 的業務 に対す る男子の就職 を禁止または制限 して女子 を代替 させ、更 に

平和的事業方面の事務及び公務要員 の需要 を極力抑制 し同様女子を して代替せ しめて以て男子労務を必

要方面 に動員 し労務供給源を拡大 強化す ることはもとよ り緊急対策 とされる ところで ある今次計画で は

この 目的に副ひ強力且つ積極 的なる動員 を行ふ 〔…〕。(11)

また5月5日 付 「毎日新聞」には、「行け陸軍少年兵に/国 民学校から一直線に入学の途/熱 情

に応へ十四歳から」 との見出しの記事が見える。

大東亜戦火南 北の戦場 にお ける少年兵 出身勇 士の活躍 はめざま しい/天 翔 くる少年飛行兵 、地 を往 く

少年戦車兵 、或 は少年通信兵、少年兵技兵、少年砲兵、少年防空兵 な ど 〔…〕陸軍で は更 にこれ等陸軍

(9)入 江 『新 聞集 成 昭和 史 の 証 言17』
、233頁 。

(10)入 江 『新 聞集 成 昭和 史 の 証 言17』 、260頁 。

(11)入 江 『新 聞集 成 昭和 史 の 証 言17』 、185-186頁 。
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諸学校少年 兵志願者 の年齢 を一年低 下、満十 四歳か らと拡大 し 〔…〕 一年 早 く志願 し得 るこ とはい うま

で もな く殉 忠奉公 の赤誠 に燃 える熱血男子 に一年早 くご奉公 が出来る途であ り、いまそれが 開かれ るの

で あ る。(12)

6月26日 には 「学徒戦時動員体制確立要綱」が閣議決定 され、中等学校 ・高等学校 ・大学の学

徒の 「国防訓練」「勤労動員」が常時化 ・集注化されることになった。牧口が特高に逮捕 される10

日前のことである。

聖戦思想に反対

こうして当時の状況をごく簡単に確認するだけでも、「訊問調書」における牧口の発言が、政府

や主要マスメディアの立場からかなり遠い位置にあることが うかがえよう。

1943(昭 和18)年5月 以降、女性も、子どもも、学生 も、「強力且つ積極的なる動員」(読売新

聞)の 対象となり、その政策をマスメディアは、「行け陸軍少年兵に」(毎 日新聞)、 「たぎ りたつ

一億の血潮」(同)
、「アッツ島の忠魂に続け」(朝 日新聞)と 称揚 し、政府は 「これら勇士 〔=戦

死 した山本五十六や、アッツ島で玉砕 した兵士たち〕に続 くものあればこそ、大東亜戦争は必ず

勝つのであります」(東条英機)と 強弁していた。

ところが、こうした総決起の熱に水をかけるかのように、牧 口は、「現在の日支事変や大東亜戦

争等にしても其の原因は矢張 り言勇法国である処から起きて居る」のであり、このままでは 目蓮の

教 えどお り 「国には内舌い 革命 ・磯饅 ・疫病等の災禍が起きて滅亡するに至るであらう」、との悲

観的な見通 しを述べるのである。

また、全世界が法華経に帰依する国家社会が実現した日には 「戦争磯饅疫病等の天災地変より

免れ得る」だけでなく、「日常に於ける各人の生活も極めて安穏な幸福が到来する」、とい うくだ

りからも、牧 口が戦争を否定的にとらえていることが うかがえる。

東条総理が施政演説で 「米英撃滅の一路に遙進」を掲げているのに対 し、牧口は戦争か ら 「免

れ得る」ことこそが国民の 「安穏な幸福」の前提条件であると見なしているからである。

しかも、この直後に牧 口は、本稿第1章 で見た 「天皇凡夫論」を主張するのである。

夫皇陛† も商逢む・も無ガ・k・vまfsV・。 〔…〕

然 し 陛 下 も久遠本仏 たる御本尊 に御帰依な さる事に依つ て、自然 に智恵が御開けになつて、誤 りの

劇 ・椥藪治 が出来 る様 になる と思ひます 。(13)(傍点筆者)

ここでい う天皇の 「間違ひ」が、「現在の 日支事変や大東亜戦争等」を含めた政治上の出来事を

指すこと、また、天皇が法華経に帰依すれば可能になるとい う 「誤 りのない御政治」が、「戦争鱗

謹疫病等の天災地変より免れ得る」政治を意味することは、文脈上明らかである。

さらに、これにつづけて、本稿第2章 で見た 「教育勅語批判」が登場する。

(12)入 江 『新 聞 集成 昭 和史 の証 言17』 、188頁 。

(13)『特 高E報 』 昭 和 十 八 年 八 月 分 、152頁 。(『 牧 口常 三 郎 全集 第10巻 』、202-203頁 。)
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教育勅語 の中に、親 に対 して は 『父母二孝二』 と明示 してあ ります が、陛下御 自ら臣民 に対 して忠義

を尽音 と伽音 ら乳 る事 ほ、却市 陛†ゐ榔徳 を窃らけるもあで 、左楼 た卸せ たな ら姦 之そ も 日本国民は

陛下に忠義 を尽 くすのが臣民道であ ると考へます。(14)(傍点筆者)

先ほど引用 した東条総理の施政演説でも、200字程度の文章のなかに、「忠勇義烈な将兵の最期

に想ひをいたし」、「忠勇なる戦没将校の偉大なる勲功を偲び」、「勇士の忠霊に応へん」と、3回

も 「忠」という言葉が見 られる。

当時 「忠義を尽せ」(教育勅語では 「克ク忠二」)とい う言葉が軍国主義の支柱であったことは

第2章 で詳述 したが、東条のような論調が始終国民の頭上に降 り注いでいたとすれば、上の 「左

様に仰せにならなくても」とい う牧口の言葉は、国民の率直な思いを代弁したものだったとも解

しうる。

男性が徴兵されるだけでなく、女子動員、少年兵募集、勤労動員等々、すでに国民は多大な負

担を強いられているのに、わざわざ 「忠義を尽 くせ」 と命令するのは、まさに 「陛下の御徳を傷

つけるもの」以外の何ものでもあるまい そう牧 口は考えていたのではなかったか。

以上を総合するに、牧 口の罰論は、宗教的信条の表明であると同時に、当時の聖戦思想を

相対化する視点も包含するものだったと解して大過ないだろう。

あるいは牧 口発言を"直 接的な反戦思想"と 見ない論者 もいるかもしれない(15)。だがそ うし

た論者も、牧口が 目本の戦争をいささかも肯定していないことは、認めざるをえないだろう。も

っとも、政府 ・マスメディアの好戦的論調や、特高の監視体制を念頭に置 くならば、そ うした"直

接的/間 接的"と い う境界線 自体きわめて微妙なものとなるだろうが ⑯。

(14)『特高.月報』昭和十八年八月分、153頁 。(『 牧 口常三郎 全集 第10巻 』、203頁 。)

(15)たとえば、本稿前回 の序論(『 創価教育』第2号 所収)「 本稿 の問題 意識 」で紹介 した、村上重良や島薗

進 にお ける牧 口評価 を参照 のこと。

(16)本稿執筆 の過程 で、高崎 隆治氏 よ り数通 の書簡 を賜 り、牧 口常三郎が逮捕 された昭和18年7月 頃の時代

状況 につ いて細や かな御教示 を頂 いた。本稿 の内容 と深 く関わ るものであ るため、一部 を紹介 させて頂

き、氏への感謝 としたい。以下 、氏 の書簡 を引用す る。一

「牧 口先生は一九四三年七月 の時点では 自己の信念 ・思考 にっいて百%の 確信 をもって いたと私 は考

えます。 なぜ な ら先生 が捕 われ る直前 には、ガダルカナル戦で 日本軍は敗北 し同島か ら 〔昭和〕十八年

二月 に撤退(退 却)し ている し、捕 われ る直前 の同年五月末にはア ッツ島で 目本軍が全滅 してい るのを

知 っているはず だか らです。(私 個人 はガ ダル カナルで 日本軍が敗北 した のは前年の秋で あることを剣

道 の師=横 須賀海兵 団の師範 か ら教 え られ ていました。)牧 口先生はすで にこの時 目本の敗北 はもはや

時 間の問題 であるこ とを確信 していた と考 えます。獄 中での態度 ・姿勢か ら私はそ う思 うのですが、十

八年秋以 降の学徒兵 たちの大部分 は同 じよ うに敗北 を予感 していた し(少 くとも私の周辺 の友人た ちは

例外 な く死を意識 していま した。)情 況を正確 に判断すれ ば、牧 口発言 〔=「訊問調書」 にお ける 「一

天 四海帰妙法 の国家社会 が具現す れば、戦 争鱗鐘疫病等の天災地変 よ り免れ得 るのみな らず、 日常 に於

ける各人 の生活 も極めて安穏 な幸福 が到来す るのであ りま して之れが究極の希望であ ります」等の発言〕

は 「直接 的な反戦 思想 の表明」以外のなに ものでもない と思い ます。 も し 「反戦思想」で はない とす る

者 がいる とすれ ばそれは当時の学 生の覚悟 や浮 き足立 った一般 国民の 目常 について なにもわかっていな

い者 の現代惑 尭 としか言い よ うがないで しょう。 死を覚悟 しな けれ ばな らなくなっ た学徒 の内奥 の真実

は、 自らが死ぬ ことで敗 北に よる講和の条件を少 しでも良 くす ることができるか も しれ ない とい う願望

が基 底にあった と思 っています」(2008年5月 の書簡か ら。傍点原文)
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国民の厭戦感情

さきほど、「訊問調書」での牧口の発言について、「国民の率直な思いを代弁したものだったと

も解 しうる」と述べたが、それにはもう一つ根拠がある。それは、当時すでに国民のあいだに厭

戦感情が広がりっっあったという事実である。

『特高月報』には、1943(昭 和18)年 に入ってから民間の厭戦言動が顕著にな り、それらに特

高がいっそう目を光 らせていく過程が如実に記録されている。皮肉なことだが、今 日においては

その記録が、いかなる歴史の本 よりもリアルに、戦時下における国民の"生 の声"を 伝 えるもの

となっている。

いくつか紹介すると、たとえば、『特高月報』昭和十八年一月分の 「不敬不穏投書」とい う項に

は、1.月15日 、大阪新聞社編集局に届いた政府批判の投書が紹介 されている。その一節。

統制計画 日々何 々経済やれ配給だ、何が当 らず と大根 一本求む るに一時 間二時間寒中何が天皇だ皇室

だ と言ふ反感 が漸次農民 にまで も及 ぼ し法律 の為不得止 〔匹やむ をえず〕、服従 してゐるのが実状である。

(17)

また、昭和十八年三月分には、米穀供出督励に対する 「農民の不平不満の特異なるもの」とし

て、次のような声が記してある。

供 出々々 と言ふて我々が汗水流 して作 った処 の米 を安 く持って行 かれ て 自分達が食ふ に困 る様にな っ

て はや りきれない。食はずに働 け と言ふ のか。百姓は死んで もよいのか。斯 んな うるさい米 を無理 して

作 るよ り自分の食 丈作って農業の余暇に他の金 になる処で働いた方が よい。(ユ8)

昭和十八年五月分には、「不穏投書」の項で、4月 頭に 「永田町総理大臣官舎東条英機閣下宛」

に届いた投書が紹介されている。それには 「東条、賀屋 〔興宣=東 条内閣大蔵大臣〕、人田 〔嘉明

=同 鉄道大臣〕各大臣夫人写真の登載ある新聞紙の切抜」が添付され、こう綴 られていた。

大 臣の婦 〔=妻〕は食物 が宜いか らよく肥 へて居 るな一、国民の大多数 は食糧不足で顔 面菜色 を呈す 、

砂 糖一貫匁十五 円、醤油一樽十五円、米 一俵 六十 円他 は知 るべ し、是れでは重慶政府 を笑ふ わけには参

りませ ん云 々。(19)

これらは、深刻化 してきた食糧不足にまつわる厭戦言動である。たんに厭戦とい うだけではな

い。そこには天皇 ・皇室 ・政府首脳に対するやるかたなき不満、いや憤葱が込められていること

を見逃してはならない。国民は 「法律の為不得止 〔=やむをえず〕、服従 してゐる」(上記昭和十

人年一月分掲載 「不敬不穏投書」の一節)に すぎないのである。

(17)明 石 博 隆 ・松 浦総 三編 『昭 和 特 高弾 圧 史5庶 民 に た いす る弾 圧

年 、265頁 。

(18)明 石』・松 浦 編 『昭 和特 高 弾 圧 史5』 、266頁 。

(19)明 石 ・松 浦 編 『昭 和特 高弾 圧 史5』 、270頁 。

一九三六～四五年』太平出版社、1975
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以上は、まだ女子動員、少年兵募集、勤労動員が強化される以前の"生 の声"で ある。これ以

降は推 して知るべ しで、同じ 『特高月報』昭和十八年五月分には、「反戦投書」の項で、5月4日

に 「永田町東条英機宛」に届いた次のような投書が記録されている。

東条大将 も ういい加 減 にして戦争 をや めろ、国民の苦 しみ を知 らぬかお前達 は何 の不足 もあるまいか

ら 〔…〕我 国民は もこれ以上は忍 ばれ ない、今 に内乱が起 きるか ら見てゐろ今 その準備 を してゐるのだ

気 をつ け ろ。(20)

また、昭和十八年六月分には、「基督者の要注意動静」の項で、長崎県の造船所の徴用工員 とな

った22歳男性による 「最近」の 「反戦、厭戦的言動」が記 されている。

自分が働 かねばな らぬのは戦争 の為で 、戦争 さへ無ければ斯様に働 くことも、徴用 を受 けるこ とも無

竺。現 時代 を剣 に依 り解決す るこ とは間違 ってゐ る。ならぬ堪忍即ち真 の堪 忍で、野村 〔吉三郎〕、来栖

〔三郎〕両大使 が も少 し堪忍すれ ば平和 に解決 がつ き、今 日の如 く努 力、物資等 を消耗せず平和な社会

が招来 され るもの と思ふ。 自分丈が不満 を持つ ものでな く、此の気持 は大半の徴用工員が包蔵 してゐ る

こ と と 思 ふ 。 云 々 。(21>

昭和十八年七月分には、「不敬反戦言辞」の項で、明石市のワイシャツ製造販売業の47歳男性が

「三月より五月頃迄の間」工員たちにおこなった発言が記されている。

今 に天皇陛下なんか無 くなるよ、其の時 には俺 も市会議員 になるよ、 日本は戦争に勝った勝 った と言

って居 るが実際 は戦争 に負けて居 るんだ、ガダルカナルで もア ッツ島で も、〔山本〕五十六 さんの作戦が

悪いか らだ、こんな戦争は早 く済めばよい 云々。(22)

アッツ島の激戦についても触れているから、5H半 ばか ら末 日にかけての発言であろう。とも

あれ、牧口が逮捕された1943(昭 和18)年7Aの 時点では、東条総理の 「大東亜戦争は必ず勝つ」

とい う宣言を空疎に感 じる国民がけっして少なくなかったことは確実である。

牧ロ発言のリアリティ

『特高月報』にかなり紙数を割いたのは、1943(昭 和18)年7月 、特高にとって牧 口の言動が

何を意味していたかを知るうえで、これが有効な方法と考えたからである。

くりかえすが、「大根一本求むるに一時間二時間」(『特高月報』昭和十人年一月分)、「食はずに

働けと言ふのか」(同 、三月分)、 「国民の大多数は食糧不足で顔面菜色を呈す」(同、五.月分)と

い う飢餓の訴えはもとより、「何が天皇だ皇室だという反感」(同 、一月分)、 「今に内乱が起きる

(20)明 石 ・松 浦 編 『昭 和 特 高 弾圧 史5』
、276頁 。

(21)明 石博 隆 ・松 浦 総 三 編 『昭和 特 高 弾 圧 史3宗 教 人 にた い す る弾 圧(下)一 九 四二 ～ 四 五年 』 太 平 出版

社 、1975年 、149頁 。

(22)明 石 ・松 浦 編 『昭 和 特 高弾 圧 史5』 、283頁 。
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から見てゐろ」(同、五月分)、 「今に天皇陛下なんか無 くなるよ」(同 、七月分)と いった内乱や

革命を期待するかのような発言 も、この時期すでに巷に聞こえていた。

これら民間の発言に鑑みるに、牧 口が日蓮の 『立正安国論』を引用して語る 「国には内乱 ・革

命 ・磯饅 ・疫病等の災禍が起きて滅亡するに至るであらう」とい う言葉を、特高がどのように受

け取ったかは容易に想像しうるところである。

内乱 ・革命 ・飢饅にまつわる時代状況に触れたので、「疫病」 との関係も付言しておきたい。

同年6月20日 付 「信濃毎日新聞」には、大本営陸軍報道部長 ・谷萩那華雄少将が長野師範学校

でおこなった講演 「戦時下教育者に望む」の要旨が掲載されている。そのなかの 「体力向上に就

て」とい う見出しの箇所にはこうある。

最近にお ける徴兵検査 の結果に徴 します るに壮丁の体力は梢低下 しつ 玉あ ります、特に胸 部疾患の多

きは憂慮す べき現象 であ ります、健兵対策の根本は青少年の体力増強 にあ りますか ら軍は関係官庁並 に

民間有力者 と共に大 目本体育会大 日本武徳会を改組 し新に学徒 体育振興会 を発足せ しめ戦時下真の体育

理念を確 立せ しめ学徒の体育武道種 目の重 点を定 め之 を奨励 してある次 第であ ります。(23)

政府が最近の 「徴兵検査の結果」を受けて、胸部疾患(結 核)の 増加を、「憂慮すべき現象」と

見ていたことがわかる。

また、岩波書店刊 『近代 日本総合年表』の1943(昭 和18)年 の項にも、「4.8〔=4E8日 〕

内務 ・厚生省、健民運動組織要綱を通牒,8月 全国に健民修練所開設(筋 骨薄弱者 ・結核要注意

青少年を収容)」 とある(24)。もちろん、上記谷萩少将の講演からも明 らかなように、これ らはあ

くまで 「健兵対策」を目的とした 「青少年の体力増強」政策だった。

参考に、青木正和 『結核の歴史』からも、1943(昭 和18)年 前後に関する記述を引いてお く。

死亡数は増加を続け、結核療養所 を急速 に拡充す ることが必要 となった。/こ のた め便法 と して、既

存 の旅館、工員寮な ど小規模 な老朽施設 を転用 して奨健寮 とし、結核 患者 を収容 した。 なか には長野県

上 田奨健寮の ように、元遊郭の座敷 にベ ッ ドを配置 して病棟 として運営す るところもあった ほ どで ある。

終戦 時までに七〇 ヵ所、六ノ)k六 床が建設 された。 〔…〕

しか し、結核の増加をなん とか して押 さえ込む こ とは、国防の充実 と銃後の生活安定 に緊急 のこ とだ

った。BCG接 種 と新 たな感染者の養護 とい う二つ発病予防法の実施 を中心 として、官民挙 げての懸命 の努

力 を続 けた。残念 なが ら、結核を減 らしたい とい う熱意 、善意、努力、愛国心では結核 は減 らない。結

核 死亡率は増 え続 け一九四三年(昭 和一 八年)に は一〇 万対二三五 ・三に達 し、インフルエ ンザ流行 の

ために死亡率が上昇 した一九一八年(大 正七年)二 五七 ・一に迫 った。

以後 三年 間の死 亡率は不明である。 しか し、男性 は戦 地に送 られ、 中学二年 生以上の学生 、生徒 は勤

労動員 で工場 で働 かされ、独身女性な どは挺身 隊に動員 され るなど、一億国民すべてが過酷 な条件 で動

員 され、粗 末な食料で 日々を送 り、夜は空襲 で休 めない とい う状況が続いた。結核がます ます 拡散す る

条件がすべ て揃 っていたのである。

統計 さえ とられ なかった一九四四～一九四六年(昭 和 一九～ニー年)の 三年間の結核 死亡率 は一九一

(23)入 江 『新 聞集 成 昭 和 史 の証 言17』 、267頁 。

(24)岩 波 書 店編 『近 代 日本 総 合 年 表 』、岩 波 書 店 、1968年 、334頁 。
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人 年 の最 高 値 よ りは る か に高 くなっ た こ とは 確 実 で あ る。(25)J

以上のような時代状況を念頭に置くならば(26)、牧口が 日蓮の 『立正安国論』にある 「其

国に当に三つの不祥の事有るべ し、一には穀貴、二には兵革、三には疫病な り」とい う言葉を引

用 した心情にも理解が届くし、また、特高が逮捕にさいし 「牧口会長を中心とする関係者等の思

想信仰には幾多不逞不穏のものあり」(『特高月報』昭和十人年七月分)と 記した理由にもいっそ

うの理解が届くのではなかろうか。

民間に広が りっつある厭戦感情や政府批判を日々キャッチしている特高にとって、牧口発言は

それ ら民間の動きを煽る、戦争政策上の障害と映ったはずである。だとすれば、牧口発言に誰よ

りもリア リティを感 じたのは、ほかならぬ特高自身であったかもしれない。

いくつかの疑問

ここまで、1943(昭 和18)年 前半の時代状況を、政府側の好戦的思潮 と、国民側の厭戦的傾 向

という二っの側面から簡単に素描 した うえで、その言説空間のなかに、「訊問調書」での牧口の発

言を位置づけてきた。この作業によって、当時の牧口の思想的な立ち位置がかな り明瞭に浮かび

上がってきたように思 う。

しかし、以上の作業では、牧 口のい う 「罰」の観念が多少解明されただけであ り、さきに紹介

した 「訊問調書」の発言(「牧口の発言①一 日本の戦争は罰である」参照)の 大部分 にはまだ手

をつけられていない(し かも、本稿の最初に述べたように、牧 口は 「罰」についてもう一つ別の

個所でも説明 しているのである)。急ぎ、未検討部分の考察に入らねばならない。

(25)青木正和 『結核 の歴 史』、講i談社、2003年 、176-180頁 。

(26)も とよ り、本稿の歴史記述 はあくまで最小 限のもの にす ぎない。 当時の時代状況を より精確 に把握す る

には、 これ とは比較 にな らぬ ほど多面的 なアプ ローチ を必要 とす ることはい うまで もない。 この点 に関

して、再度、高崎隆治氏 よ り賜った書簡 を引用 させて頂 く(な お、戦時 中の時代状 況を理解 す る一助 と

して、読者 には、 『創価教育』第3号 所収 の氏 の論考 「作家 ・里村欣三 と創 価教育学会 」を参照 され る

ことをお勧 めす る次第 である)。

「私 の方 はいま、昭和十 八年夏 のころの国内情勢 ・情況 を毎 日考 えつづ けています。それは 〔作家 の〕

里村 〔欣 三〕がマ レー から帰 って代表作 「河 の民」 を書いた時期 と重 な り、また 「中公」 に 「青年将校」

と題す る レポー トを発表 した時(彼 が誤解 され る原因の一っで もあ ります)で もあ りますが、 同時 に牧

口 ・戸 田両氏が検挙 され た時期で もあるわけで、里村 とい う作家個人の問題 を超える よ うな社会情況で

あったわ けです。そ の時代 を把握す るた めに、私個人 はその時、なに を考 えなにを していたか とい うこ

とが無視 できな くな りま した。牧 口 ・戸 田の両氏が捕 えられた、七月、私は勤労動 員で 日本 鋼管 に一週

間(五 日)宿 泊 して いた のですが、そ の時 の様相 と個人の心情 を重ね ると牧 口氏の検挙 はあの時で あっ

た のだ とい う実感が浮かび上 って きます。 しか しそ のころの感覚 を捉 えなおすのは大変むず か しく、 も

っ とも有効 なのは、棚 の当時 の雑誌 を抜 き出して内容 を把握す ることだ と悟 りま した。 娯楽 ・青少年 の

文学 ・時局誌等 が、 その場合 、もっとも効果的 で、総合誌は知識人の ものであっただけに、大衆の心情

や動 向を知 るには欠 点が あることもわか りました。 また年表 も大事ですが、重大な情況(戦 況)は 知 ら

され ていなかった を抜 きに銃後社会の情況や人 々の心情は正確 につかむ ことができない ことを確認 しま

した。 〔…〕 時代 を知 るには知識人の思考や行動だ けではだ めだ とい うことが よくわかった よ うな気が

して います」(2011年1月 の書簡か ら)
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できるかぎり無駄なく、かつ客観的に考察を進めるために、検討すべき事項をあらか じめここ

で明確にしておこう。

再度、「訊問調書」での牧口発言に目を通してみると、い くつか素朴な疑問が湧いて くる。しか

も本稿第1章 ・第2章 、お よびここまでの本章での検討を踏まえると、それらの疑問は解消 され

るどころか、むしろ深まるのである。

それは、およそ以下のような疑問である 。

一、日中戦争 ・太平洋戦争に関して、「其の原因は矢張り講窪国である処から起きて居る」と

述べているが、これはどのような根拠にもとつ くのか。

i換言すれば、天皇制をあくまで近代立憲思想の枠組みで解釈 し(第1章)、 教育勅語を近

代教育思想にもとついて批判する(第2章)よ うな近代主義 ・合理主義思想と、"諺法が

戦争の原因である"と い う宗教的立場との関係はどうなっているのか。

二、日中戦争 ・太平洋戦争に関して、「国難が到来して居ります」と述べているが、これは一種

の国家主義思想ではないのか。

換言すれば、日中戦争 ・太平洋戦争を間違いと見なし(第1章 ・本章)、教育勅語の滅私

奉公思想を批判する(第2章)よ うな非戦 ・厭戦思想 と、"現在の戦争は国難である"と

い う政治的立場 との関係はどうなっているのか。

三、国難回避の方法 として、「上は 陛下より下国民に至る迄総てが久遠の本仏たる曼薬羅に帰

依」と述べているが、これは国教化の主張ではないのか。

換言すれば、「国民あっての国家であり、個人あっての社会である」(『創価教育学体系』)

という立憲主義 ・民主主義思想(第1章)と 、"国家全体の帰依が究極の希望である"と

いう宗教的=政 治的立場との関係はどうなっているのか。

これらの疑問はいずれも、牧口が若き日から培ってきたりベラルな天皇観 ・国家観 ・政治観 ・

教育観と、彼が晩年(1928年 、57歳頃とされ る)に 始めた仏法信仰 との関係はどうなっていたの

か、とい う点に収敏するものである。

いずれをとっても大きな問題であり、本稿のような小論でどこまで事柄の真実に肉迫できるか

は心もとないが、例によって、「訊問調書」での牧口発言の読解作業を通 じて、可能な限りの解答

を試みてみたい。

「諦法国」とは何か

第一の疑問点から検討をはじめよう。ここで鍵となるのは 「諺法国」 とい う言葉である。

聞きなれない言葉であるが、これの意味をつかまないかぎり、そもそも牧 口の 「日支事変や大

東亜戦争等にしても其の原因は矢張り諺法国である処から起きて居 る」とい う発言の趣旨を理解

一151一



牧 口常三郎の戦時下抵抗(第2回)一 聖戦思想批判 を中心 に一

することはできない。

特高の取調官にとっても難 しかったと見えて、少 しあとの質問で牧 口に 「折伏誘法とは如何な

る事か」と訊ねている。「諺法」の意味を牧 口は次のように説明 している。

諦法 と謂 ふ事は法に背き又 は法 を諺 る事で あ ります。 口に出 して謂ふ許 りでな く、腹 の中で善 くない

と思ふた り、顔 を墾 めて嫌がつた り、怠けた り解 け無 かつ た りす る事が皆諺法であ ります。

人間の本 心は因果の法則に従つ て生活す るのが 当然で あり、然 らば不幸は免 れ幸福 に暮せ るので あ り

ます。世間的な殿 誉褒疑 〔悪 口や称賛〕等 に気兼 して悪 くはないが、善 もしない所謂世 間並 に暮せ ばそ

れで足れ りとして、小善に止 ま り甚 しきに至つては法律 に触れ さへ しなければ何を して も良い と謂ふ生

活 を 総 べ て諺 法 と申 します 。(27)

そし

諺法は 「法に背き又は法を講る事」を指す仏教用語であると述べつつ、牧口はこれを広 く解釈

し、「悪 くはないが、善もしない」とい う小善の生活や、さらには 「法律に触れさへ しなければ何

をしても良いと謂ふ生活」をも諺法に含めている。

してみると、牧口のいう 「諺法国」も、基本的には 「法に背き又は法を諺る」国を指すのであ

ろうが、広義には、「悪くはないが、善もしない」国や、「法律に触れ さへしなければ何をしても

良いと謂ふ」国、との含意もあるかもしれない。

そこで重要になるのは 「法」とい う言葉の中身である。牧 口の場合、法とは基本的に法華経や

日蓮の教えを指すわけだが、特高に 「然 らば其の法華経 とは如何なる教へなりや」 と訊かれ、牧

口はこう答えている。

其処で此 の法華経 を私 共の生活 に実証 して見ます と、人間の生活 の最 も価値 のある無上最大の法を大

成 されたものと解 され ます。

〔薬師経 の〕薬師如来を医学博士 に例す るな らば、〔法華経は〕総ゆ る方面の人類 の総べての進化の結

果の体系づ け られ たもので人 間生活法の体系であ り、 さうして生活法 の学だけではな くて生活 力の内在

して居る道法 で、釈尊 が大敵 に敗 けずに生活を遂げて人 間の達 し得べ き最高 の理想 を示 して人 間の生活

目的を明かに し、且其実現の手本を親 ら具現 されたのが所謂 「仏 」 と云ふ ものであらうと存 じます。(28)

このあと教義のくわしい説明がつづくが、省略する。牧口が法ない し法華経とい う言葉に込め

ている思想を多少 とも把握できれば十分である。

ここで牧口は法華経をさまざまに形容 しているが、この200字 余 りの一節に 「生活」とい う言葉

が7回 も使われていることは注目に値 しよう。彼にとって法華経とは、何よりも 「人間の生活」

の法則体系にほかならなかった。事実、上記の回答を彼は次の言葉で締めくくっている。

要するに法華経 は天地 間の森羅万象を包摂す る処 の宇宙 の真理 であ り、我々人間生活 の行動 規範 たる

根本 的大法で ある事 は実証に依つても明瞭で あ ります 〔…〕。(29)

(27)『 特 高月 報 』 昭 和 十 八 年 八 月 分
、158頁 。(『 牧 口常 三 郎 全集 第10巻 』、209-210頁 。)

(28)『 特 高月 報 』 昭 和 十 八 年 八 月 分
、144-145頁 。(『 牧 口常三 郎 全 集 第10巻 』、194頁 。)

(29)『 特 高E報 』 昭 和 十 八 年 八 月 分
、146頁 。 (『牧 口常 三 郎 全集 第10巻 』、195頁 。)

-152一



創価教育 第4号

ちなみに、さきほどの引用文で、「薬師如来を医学博士に例するならば…」とあるが、薬師如来

とは、一切衆生の病根を治そ うとの願いを立てたとされる仏である。それを 「医学博士」に例え

ているところにも、牧口の生活重視の思想が表れているといえよう。

要するに、以上が彼の考える法華経の概念ならば、「諺法国」の定義は上の記述を裏返せばよい

わけで、すなわち以下のようなものになるであろう。

「人間の生活の最も価値のある無上最大の法」に背き、またはそれを諺る国

「人類の総べての進化の結果の体系」に背き、またはそれを諺る国

「人間生活法の体系」に背き、またはそれを諺る国

「生活法の学」に背き、またはそれを諺る国

「生活力の内在 して居る道法 〔道理の法〕」に背き、またはそれを諺る国

「人間の達 し得べき最高の理想」に背き、またはそれを諺る国

「人間の生活 目的」に背き、またはそれを諺る国

「人間生活の行動規範たる根本的大法」に背き、またはそれを諺る国

牧口が日本を 「諺法国」 と呼ぶとき、そこにはこうした否定的な含意があったと解 して大過な

いだろう。とすれば、彼は、日本の政治が 「人間の生活」の法則にかなっておらず、そのことが

日中戦争や太平洋戦争の根本原因であると考えていたことになるだろ う。

加えて、先述 したような、『特高月報』に記録された 「大根一本求むるに一時間二時間」(昭和

十八年一月分)、 「食はずに働けと言ふのか」(同、三月分)、 「国民の大多数は食糧不足で顔面菜色

を呈す」(同、五月分)と いった国民の生活実態に照らす とき、牧 口がことさらに 「生活」とい う

言葉を多用せ ざるを得なかった理由にも想到できるのではなかろうか。

「価値」「生活」「進化」「道理」「規範」

付言しておくと、牧口が法華経の説明に用いている、「価値」「生活」「進化」「道理」「規範」と

いった言葉は、そもそも後期の代表作 『創価教育学体系』全四巻(1930〔 昭和5〕 年～1934〔 昭

和9〕 年)を つらぬくキー ワー ドである。紙幅の都合上、一部分のみ引用する。

『創価教育学体系 第1巻 』第1章 「緒論」の冒頭、っまり体系全巻の書き出しの一節。

創価教育学 とは人生 の 目的た る価値 を創造 し得 る人材 を養成す る方法の知識 体系を意 味す る。

人 問には物質を創造す るカはない。吾 々が創造 し得 るものは価値のみである。所謂価値 ある人格 とは

価値創造力の豊かな るものを意 味す る。 この人格 の価値 を高めん とす るのが教 育の 目的で、此 の 目的 を

達成す る適当な手段 を閲明せ ん とす るのが創 価教育学 の期す る所であ る。(3。〉

いうところの 「価値」の内容を、系統立てて論 じたのが 『創価教育学体系 第2巻 』(1931〔 昭

(30)『 牧 口常 三 郎 全集 第5巻 』、13頁 。
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和6〕 年)の 第5章 「価値の系統」である。そのうちの、道徳的価値 を論 じた一節を引こう。

人智が次第 に発達 し、主観的感情の要素が次第 に稀薄 とな り行 くに従つ て、理智 の作用が漸次 に濃厚

にな り、〔…〕吾 々の生活の原動力 としての意識の対象 は、今や吾々一個人に対するのみの利害 関係者 で

はな くて、総て の人類 に公平 に普遍す る社会力乃至大 自然たる法 、憲 、則 、理 、真、規、範、等 の異名

はあ るが、その実 を同 うす る或物に到達 す るのである。(31)

そして牧口は、人間の 「生活の原動力としての意識の対象」が個人的利害を脱 し、全人類的普

遍性をもつ 「法、憲、則、理、真、規、範」へと到達 していく過程を、社会学者 コン トの 「人類

知識発育」三段階説に従って説明している。

そのさい、政治方面の意識は、第一期 「専制的政治 ・官僚的圧政」、第二期 「政党の横暴 ・朝野

権力争闘」、第三期 「立憲的政治 ・自治的政治」の三段階を踏む として、こう述べる。

政治生活 の如 きは名 は既 に立憲政体に移つた とは云へ、その実未 だ第二期 に停滞 して居 ると云はね ば

な らぬ。経 済生活 の如 きは今や有史以来未曾有の険悪な る世相 を現 出 して居 ることは何人 も周知の事実

ではないか。蓋 し一面 に相憂ふべ きでは あるが、他面には早晩必ず来 なけれ ばならぬ、人類の進化の一

過程 と見るべ きもので、必ず しも悲観 すべき ものでない とも云へ よう。〔…〕畢寛彼等 の知識 をそ こにま

で導いたのが教育 の結果 に外 ならない としたな らば同 じ意 味に於 て今後 の対策 も矢張教育 に依つて導 く

より外に途 はない筈で ある。(32)

つま り、人類を 「立憲的政治 ・自治的政治」へと 「進化」させるべく 「教育に依つて導 く」の

が 『創価教育学体系』の主眼であるとい う主張である。

以上の文章群からだけでも、牧口の使 う 「価値」 「生活」 「進化」「道理」「規範」 といった言葉

が、彼自身の 《近代立憲思想》や 《近代教育理論》 とセ.ットの概念であることが うかがえよう。

っいでにいうと、これ ら 「価値」「生活」「進化」「道理」「規範」等の言葉は、『創価教育学体系』

が構想された大正期において、リベラル派知識人(と くに牧 口が同第2巻 で 「幾回も熟読した」(33)

と述懐している哲学者 ・左右田喜一郎など)に 共通のキーワー ドであった(34)。

(31)『牧 口常三郎全集 第5巻 』
、364頁 。

(32)『牧 口常三郎全集 第5巻 』
、367頁 。

(33)『牧 口常三郎全集 第5巻 』
、206頁 。

(34)参考までに
、左右 田喜一郎の論文 「文化主義の論理 」(初出は 『黎明会講 演集 第一集』、1919〔 大正8〕

年)か ら一説を引いてお く。 「一切 の人格は此の如 き文化価値 実現 の過程 に於 て一以て他 に代置 し得べ

か らざる其の 自らの価値 を保有 し得 と見 らる 墨に於て、語 を換 へて日へば一切 の人格 は文化 の生産、創

造にたつ さは ることに よって其 自らの重要 と価値 とを発揚 するに於 て其 自身 固有の意義 が見 出 し得 らる。

〔…〕此の如き意義に於て解せ られた る一切の人格が、文 化価値実現 の過程 に於て仮令 其の中の一個で

も其の過程 の表面以下に埋没せ らる 墨事な く、悉 く皆其の表面 に於 て其 自身 固有の位置 を占め、一義的

且一律的に一列に配置せ られ、而 して其の窮極 に於て傲 として 目標 た り規範 たる文化価値 が立ち、而か

も其の有す る論理的普遍 妥当性が此等一切の人格に よつて事実 上にも内容 的に実現せ らるSこ とを求む

るものは即ち余が菰処に提唱せん とす る文化主義で ある。 〔…〕官僚 主義 、軍国主義 、侵略 主義 、帝国

主義 を語歌す るもの、之 を排す るもの、民主主義、平和主義、 自由主義 、進歩 主義 、非侵略 主義 を挙 ぐ
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それゆえ、牧口が 日本を 「諺法国」 と呼んだことを、大正期の りベラリズム(第1章 で言及 し

た美濃部達吉の天皇機関説や、第2章 で言及 した沢柳政太郎の自由主義教育思想はその代表格で

ある)を 暴力で葬 り去った昭和軍国主義に対する批判 と見なす ことも可能である。

政府の公式見解一 「道義」の戦争

こうして、牧 口が 日本を形容した 「諺法国」という言葉が、「人間の生活」の法則か ら逸脱した

国家、つま り、人類の 「価値」「進化」「道理」「規範」(お よびその象徴 としての 《近代立憲思想》

や 《近代教育理論》)に違背 した国家を指す、辛辣な皮肉を含んでいることが見えてきた。

例の 「目支事変や大東亜戦争等にしても其の原因は矢張 り諺法国である処から起きて居る」と

い う発言の趣旨も、これでいくらか理解 しうるものになったと思う。

ここで再度、こうした牧口の戦争観を、目中戦争や太平洋戦争に関する政府の公式見解と比較

す ることで、両者間の差異を確認 しておきたい。

日中戦争に関する政府見解 としては、やはり文部省のパンフレット『臣民の道』(1941〔昭和16〕

年8月)が 参考になる 個。

その第1章 第2節 「新秩序の建設」では、1937(昭 和12)年7月 の盧溝橋事件(北 京西南の盧

溝橋で日本軍の演習中に起きた発砲事件。 日本はこれを中国国民党からの攻撃 と見なした)に 触

れ、当初 日本が 「現地解決、不拡大方針」で臨んだにもかかわ らず、中国が日本を侮 り、欧米に

たよって 「全面的衝突」に導いたため、日本はやむな く戦争をしているのだ と弁明する。

そして、次のように総括 している。

支 那事変 は、これ を世界史的に見れば、我 が国による道義 的世界建設 の途上 に於け る一段 階である。

世界永遠 の平和 を確保すべ き新秩序の建設 は、支那事 変の処理 を一階梯 として達成せ らる。 従つて支那

事 変は、蒋介石政権 の打倒 を以つて終は るべき ものではない。我 が国 としては 、支那 を誤 らしめた東 亜

に於ける欧米勢力 の禍根 を蔓除 し、大東亜建設 の一環 としての新 しき支那 の建設 に協力 し、東 亜並に世

界が道義的 に一つ に結ばれるまでは、堅忍不抜 の努力 を必要 とする。(36)

日中戦争は 「道義的世界建設」の一段階であり、単に中国のみの問題ではなく、その背後にあ

る欧米勢力を 「蔓除」(根 こそぎ取り除く)し て 「東亜並に世界が道義的に一つに結ばれる」ため

の戦争である、と主張する。

なお、欧米勢力を排除することが 「道義的世界建設」になることの根拠を、『臣民の道』第1章

第1節 「世界史の転換」ではこう述べている。

る もの、之 を斥 くるもの、悉 く皆此等の凡ての主義に内在 的に して而 かも此等の凡てを超越 する文化主

義に来 らなけれ ばならない」(鹿野政直編 『近代 目本思想体系34大 正思想集H』 筑摩書房、1977年 、5

-6頁 。)

(35)本稿で しば しば参照 してい る 『国体の本義』は開戦ま えの!937〔 昭和12〕 年3Eの 出版 なので、 日中戦

争の記述は入ってい ない。

(36)久松潜一 ・志田延義解題、高須芳次郎註解 『文部省編纂 臣民の道』朝 目新 聞社 、1941年 、21頁 。
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近世初期以来西洋文 明の基調 をな した思想 は、個人主義 ・自由主義 ・唯物 主義等 である。 この思想 は

弱肉強食の正当観 、享楽 的欲望 の際限 なき助長、高度物質生活の追求 とな り、植民地獲得及び貿易競争

を愈 と刺戟 し、 これが因 とな り果 となつて世界を修羅道に恪れ、世 界大戦 といふ 自壊作用 となつて現 は

れたのであ る。 〔…〕

か くて世界史の転換 は旧世界秩序 の崩壊 を必然の帰趨た らしむ るに至った。 ここに我が国は道義に よ

る世界新秩序の建設 の端 を開いたのである。 ㈹

近代西洋の 「個人主義 ・自由主義 ・唯物主義」を打破することが 「道義による世界新秩序の建

設」である、という言葉の裏には、それらの思想を超克 した日本の 「君民一体」「尽忠報国」「敬

神崇祖」(いずれも同書の用語)の 精神こそ真の道義である、とい う主張が透けて見える。

次に、太平洋戦争に関する政府見解については、開戦後に発行された修身科教科書を参照 しよ

う(38)。牧 口が逮捕される半年まえに出た 『初等科修身 三』(1943〔 昭和18〕年1月)の 「十七

よもの海」(四方の海)と い う節には、次のようにある。

わが大 日本は、道 の国であ り、義 の国で あ ります。四海同胞の よしみを結 んで一致協力 し、 ともに さ

かえ、 ともに楽 しむ世界平和 をっ くらうとす る国で あ ります。 〔…〕

世界の平和をはつき りとつ くりあげるた めには、い ろいろの国が、たがひ に道義 を重ん じ、公明正大

なま じは りを結 ばなけれ ばな りません。 これ を守 らずに、他国の名誉 を傷つ け、 自国のためばか りをは

か るの は、大きな罪悪 であ ります。 したがつて、 このや うな国がある とすれ ば、それは世界の平和をみ

だす もので あつて、私 たち皇 国臣民 は、大御心を安ん じたてまつるため、断乎 として これを しりぞけな

ければな りませ ん。

大東亜戦争は、そのあ らはれ であ ります。大 日本の真 意を解 しようとしないもの をこらしめて、東亜

の安定 を求 め、世界 の平和 をはか ろ うとす るものであ ります。私 たちは、国の守 りを固め、皇 軍の威 力

をしめ して、道義 を貫 かなければな りませ ん。(39)

ここでも、日本は 「道の国であり、義の国」であり、諸国が 「道義を重んじ、公明正大なまじ

はり」を結ぶ平和な世界を築 くため、 目本の真意を理解 しない国(欧 米勢力)を こらしめて 「道

義を貫かなければ」ならない、とい う。戦争正当化の論理は、『臣民の道』における目中戦争の場

合と同一である。

このように、戦時下の政府見解は、 日本は 「道義的世界」を建設するために戦争をしているの

だと述べている。ちなみに 「道義」とは、金澤庄三郎編 『広辞林』(新訂版、1939〔 昭和14〕 年)

に 「人間の履行すべき義理。道徳上の條理」(40)と ある。

こうしてみると、日中戦争や太平洋戦争を、道理にかなったものと見なす政府 と、道理に背い

たものを見なす牧口との差異は、瞭然としている。戦争は 「矢張 り諺法国である処か ら起きて居

る」とい う発言は、政府の対極に位置する 「不逞教説」 として特高の目に映ったことであろう。

(37)『 文 部 省 編纂 臣民 の道 』、9頁 。

(38)『 臣民 の 道』 は 開戦 ま え の 出版 な の で 、太 平洋 戦 争 に関 す る記述 は な い。

(39)『 初 等 修 身科 三 』 文 部 省 、1943年 、99-100頁 。

(40)『 広 辞 林 』 昭 和14年 版 。
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ここまで牧口の 「諺法国」とい う言葉について、その含意するところを摘出し、政府の国家観 ・

戦争観との比較をおこなってみた。

その結果、この言葉が、国民の生活を疲弊させ る目下の戦争や、それを推進する昭和軍国主義

の反近代性 ・非合理性に対する批判を包蔵している可能性が浮かび上がってきた。

以上を勘案するに、"諺法が戦争の原因である"と い う宗教的立場を、必ず しも牧口自身の

近代主義 ・合理主義思想 と背馳するものと見なす必要はなさそ うである。むしろ、彼のなかでは

両者はひとつながりのものとして捉えられていたと見て差 し支えないだろう。

これで、第一の疑問点については、さしあたりの解答にしておきたいと思 う。

「国難」の用語法

さて、第二の疑問点である、「国難」とい う言葉について検討する段取 りとなった。

この言葉が"日 本国の受難'を 意味するとすれば、牧口はこの表現を用いることで、意識的か

無意識的かはともあれ、国家主義思想の表明をおこなった とい うことだろうか。 もしそ うである

としたら、先述のような彼の非戦 ・厭戦思想との整合性はっくのだろうか。

具体的な検討のまえに、当時におけるこの言葉の一般的な用語法について見ておきたい。 とい

うのも、牧 口発言に限らず、戦前の文献にはよくこの言葉が登場するからである。 とくに戦時中

の政府や主要マスメディアの発言に頻出する。

同じ言葉が使われているからといって、そこに込めてある意味が同じとはかぎらない。言葉の

意味は使用者それぞれによって、また使用された文脈それぞれによって異なるはずであり、十把

ひ とからげに扱 うわけにはいかないだろう。

しかも、政府やそれに歩調を合わせるマスメディアの用語法 と、一国民である牧 口の用語法 と

では、同じ言葉の使用においても、おのずから立場の違いを反映しているはずである。

以上のことを念頭に置きつつ、戦時中の 「国難」の用語法を瞥見したい。

最小限、基礎知識 を確認 してお くと、戦前における最大の国語辞典である大槻文彦編纂 『大言

海』(1933〔 昭和8〕 年)に よると、「国難」という熟語は古 くは三国時代の中国にも見 られ、そ

こでの基本的な意味は 「国家ノ危難。一国総体二被ルワザワヒ」(41)とい うものである。これは金

澤庄三郎編 『広辞林』(新訂版、1939〔 昭和14〕 年)の おいても同様である。

政府やマスメディアが 「国難」 とい う言葉を用いたのは、日蓮主義者で国柱会創始者の田中智

学の影響ではないかと考えられるが、確証は得 られていない(そ もそも 「八紘一宇」や 「国体擁

護」は田中の著作を通 して世に広まった言葉である。なお、意外なことに、 日蓮自身の著作には

この言葉はほとんど見 られない)。 この点は今後追跡をしたいと考えている。

それではまず、政府の発言におけるこの言葉の使用例をいくつか見てみよう。

日中戦争の開始から4年 目になろうという1941(昭 和16)年1月22日 、総理の近衛文麿は、施

(41)大 槻 文 彦 編 纂 『大 言 海 』 第2巻
、 冨 山房 、1933年 、255頁 。
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政方針演説で次のように述べている。

帝国は 〔…〕世界ゐ平和を保持 し大東亜 の安定 を確立す るの大 目的に向つて進 まん とす るので あ りま

して、戦渦の拡大は固 よ り之を欲す るもので はない ので あ りますが、帝国の所 信を貫徹す るは前途 尚遼

遠 と謂ふべ く 〔…〕、未曾有 の国難突破 をも覚悟せねばな らぬ時期 の到来 を予想せ らるるのであ りま して

此の際全国民の一段 の奮発努力 を切望す る次第であ ります。(42)

日本が世界平和と大東亜安定という大 目的に進む以上は 「未曾有の国難突破」をも覚悟 しなけ

ればならない、と近衛はい う。この発言には、戦争が単に 日中間にとどまらずさらに複雑化 ・拡

大化するかもしれないとい う政府の危機感が うかがえる。

また、太平洋戦争開戦3か.月 目の1942(昭 和17)年3月8日 、総理の東条英機は放送演説をお

こない、同じ 「未曾有の国難」とい う言葉で 日米戦を表現 した(翌 月、『国民に告 ぐ』と題 して大

政翼賛会宣伝部が小冊子化 している)。

然 し乍 ら此の赫 々た る大戦果の蔭には黙々 として凡ゆる難苦 を忍び未曾有の国難 に処 しつつ ある国民

諸君 の献身的努力が与つて力があるので あ ります。 〔…〕

緒戦 の大勝利 も国民が今 日迄の苦 しみを忍 び努力 して来 た其 の結晶 に依つて こそ捷 ち得 たのであ り、

更 に又我 々が大東亜建設者 としての光栄を後 の世に残す こ とも此 の苦 しみ を忍ぶ ことに依 てのみ 出来得

るのであ ります。戦争は正に今後にあるので あ ります。(43)

すなわち、日本は太平洋戦争とい う 「未曾有の国難」を乗 りこえたあかつきに大東亜建設者 と

しての光栄を手にすることができる、との主張である。

こうした戦争観は、当然ながら修身科教科書に如実に反映されることとなった。牧口の逮捕か

ら8か 月後に文部省が発刊 した 『高等科修身 一/男 子用』(1944〔 昭和19〕年3月)で は、目下

の戦争にっいてこう述べている。

古来わが 日本 は、対外 的に幾 たびか大きな国難 に出あつ た。 〔…/… 〕現在の危局は、これまでの国難

のいつれ と比べて も、更 に重且つ大で ある。ま ことに、皇国 日本 が、その使命 とする大東亜建設 の大業

を成 し遂げ るか否 かは、わが国運 隆替 にか ㌻は る大事件である。一億 国民は、聖業達成のために、万難

を排 して進まなけれ ばな らない。(44)

以上、「国難」という言葉をめぐり、戦時下の政府発言を数点挙げてみた。発言年代は異なるが、

やはりそこには一つの共通の傾向がうかがえるように思う。それは、いずれも、当該国難を克服

したあかつきに 「大東亜建設」の実現を想定していることである。

つまり、政府の語 る 「国難」 とは、大東亜建設のための聖戦と同義であるといってよい。

(42)入 江 徳 郎 他 編 『新 聞集 成 昭和 史 の証言15』 、43頁 。

(43)東 条 英 機 『国 民 に 告 ぐ』、大 政 翼 賛 会 宣 伝 部 、1942年 、4-5頁 。

(44)宮 田丈 夫 編 『道 徳 教 育 資料 集 成2』 、第 一 法規 、1959年 、1127頁 。
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牧ロの国家批判

では次に、牧 口における 「国難」とい う言葉の使用例を見てみたい。その うえで、あらためて

政府と牧口との用語法の比較をおこなうことにしよう。

ただし牧口における使用例は非常に少なく、逮捕まえでは、1941(昭 和16)年4月 におこなわ

れた講演 「目的観の確立」に一箇所見られるくらいである。それも、近衛総理の 「国難突破」 と

い う標語 を、目的観が不明確で、正 しい世界認識に欠けると批判 しているのである。

目的な しの行動 は暗中模索 で成 功 しない。先 日の地方長官会議で大阪府 知事 が首相 〔近衛〕 に 「我々

の行 く先 を力強 く教へて もらひたい」 と言つた。地方長官の代表に してか くの如 し、況 んやそれ に指導

され る一般 国民に於 てをや。〔…〕生活の行詰 りが各方 面にあるのは当然で ある。国難突破 の六 ケ しい所

以でないか。如何 に した ら目的観 が確立す るか。〔…〕究尭 の 目的 が確定せず して 中間の 目的は定ま らな

い。世界が解 らず に国家 が分 るものでない。⑯

先述のように、近衛がこの年の1月22日 に 「世界の平和 を保持 し大東亜の安定を確立するの大

目的」 と語っていたことを考えると、牧 口が上の一節に込めた皮肉が読み とれよう。この例を見

るかぎり、牧 口が 「国難」とい う言葉を好んだとは思えないし、むしろ違和感や嫌悪感のほうが

強かったのではないかと推測される。

だが、これ よりも重要なのは、目下扱っている 「訊問調書」(1943〔 昭和18〕年7A作 成)で の

使用例である。そこには、政府との見解の違いがいっそ うはっきりと刻印されている。

重複す るが、「訊問調書」における牧口の発言を確認 しておこう。

例へ ば国王 陛 下が法華経の信行 をな さいま しても此 の法 が国内か ら滅亡す るのを見捨て置いたな ら

ば、臆 て国には内乱 ・革命 ・鱗謹 ・疫病等の災禍 が起きて滅 亡す るに至るで あ らうと仰せ られてあ りま

す。

斯様 な事実 は過 去の歴 史に依つ ても、夫れに近い国難 が到来 して居 ります。現在の 目支事変や大東亜

戦争等 に して も其 の原因は矢張 り諺法国である処か ら起 きて居る と思ひます。

これが、牧 口が 「国難」 とい う言葉を用いた二例のうちの一つであるが、これだけでも政府見

解 との違いを把握す るには十分であろう。

すなわち、政府のいう 「国難」は、大東亜建設 とい う善き行為による国家的災厄を意味 してお

り、これに対して牧口のい う 「国難」は、法華経誹諺 という悪 しき行為による国家的災厄(す な

わち 「罰」のこと)を 意味しているのである。

あるいは、政治的な善悪 と宗教的な善悪とを同じレベルで比較することに問題があるとい うな

らば(46)、前者に話を限定 して、政府 と牧口の発言を比較 してもいい。

(45>『牧 口常三郎全集 第10巻 』、6頁 。

(46)そもそ も
、 当時 の 日本 は国家神道 を精神 的支柱 に据 えてい たのであるか ら、戦時 中の倫理的道徳的言説

に関して"政 治 的/宗 教 的"と い う境界線 を引 くこ と自体 が、きわめて 困難で あろ うと筆者 は考 えてい

る。 この ことに関 しては、牧 口の 「国家神道批判」を扱 う次章で再度触れ ることになろ う。
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すなわち、政府は、「全国民の一段の奮発努力を切望する」(近衛)、 「戦争は正に今後にあるの

であります」(東 条)、 「万難を排 して進まなければならない」(高等科修身)等 の言葉が示すよう

に、国民に戦争協力を訴えるために 「国難」とい う言葉を使っている。

一方
、牧 口は、さきの発言につづけて、

所謂一天 四海帰妙法の国家社会が具現 すれ ば、戦争飢饅疾病等の天災地変 よ り免 れ得るのみな らず、

日常 に於け る各人の生活 も極 めて安穏な幸福が到 来す るのであ りま して之れが究極の希望であ ります。

と述べているように、戦争の災禍から国民が免れることを何 よりも先決 と見ている。つまり、国

家に戦争終結を訴えるために 「国難」 とい う言葉を使っているのである。

同じ 「国難」 とい う言葉でも、政府 と牧口とでは使い方が明 らかに異なることが分かろう。

重要なことは、両者の用語法の違いが、とりもなおさず国家観の違いを表 しているという事実

である。すなわち、 日本の行為を善と見るか、悪 と見 るかの違いである。あるいはこれを一般化

して、国家を絶対視するか、しないかの違いといいかえてもよい。

これは、言葉の意味が使用者によって、また使用する文脈によって異なることの典型的な事例

であろう。牧口が訊問において目下の戦争を 「国難」 と呼んだのは、 日ごろから当該用語を聞き

なれている特高に、戦争が 「罰」であることを理解 させる方便だったとも解 しうる。

現代は 「国家悪時代」

いま、「国難」とい う言葉をめぐる政府 と牧 口との用語法の違いが、日本の行為を善 と見るか悪

と見るか、あるいは国家を絶対視するかしないか、という"国 家観の違い"に ほかならないと述

べたが、現に牧口は 「訊問調書」のなかで一度、「国家悪」という言葉も使っている。

それは、特高の 「折伏諺法とは如何なる事か」とい う質問に対して答えるくだりに登場する。

牧 口は、人を教える方法には、「言語を優しくして気長に教え説いて相手方を自然に説得せしめ

て引き入れる」摂受 と、「相手方の反対を押し切つて信仰せ しめる」折伏 との二種類があり、後者

は 「法華経特有の言葉であ り方法」であるとしたうえで ㈲、次のように語るのである。

末法の世に生 を享 ける者 は、世 間一般の習慣に支配 され て知 らず識 らず の内に根情が歪 められた結果 、

事法華経に関する限 り名 前を聞いただけで反対 し、怨嫉 み認識 しない中に評価 し悪 口 し賓斥 して信 じな

いのみか、反感 を抱 く事 は経文 の予言通 りであ ります。 〔…〕

末法の悪 ・国家悪 時代 に於 ては摂受 の如 き生ま優 しき手段では到底駄 目であ ります から、例へ相手 が

反対 して も、それ を押 し切つて信仰に導入 しなければ な りません。㈹

ここで 「末法の悪 ・国家悪時代」と述べているのは、本章の前半(「特高の訊問項目」、「牧口の

発言①一 日本の戦争は罰である」参照)で 紹介 した特高の 「法華経の真理から見れば日本国家

(47)『 特 高 月 報』 昭和 十 八 年 八A分
、157頁 。(『 牧 口常 三 郎 全集 第!0巻 』、208頁 。)

(48)『 特 高 月 報』 昭和 十 八 年 八E分
、!57頁 。(『 牧 口常 三 郎 全集 第10巻 』、208-209頁 。)

-160一



創価教育 第4号

も濁悪末法の社会な りや」 という質問も念頭に置いてのことであろう。

興味深いのは、「末法の悪」をわざわざ 「国家悪」 とい う言葉でいいかえていることである。

周知のように 「末法」は仏教用語であり、「訊問調書」で牧 口も 「釈尊の入滅後の一千年間を正

法時代 〔、〕其後の一千年問を像法時代 と称 し、此の正法像法の二千年後は所謂末法の時代で法華

経が衰え捨て られた濁悪雑乱の社会相であります」(49)と説明している。

ところが、「国家悪」という言葉については、牧口は何の説明も加えていない。上記発言の目的

が、特高に末法を説明するところにあるからだろう。

しか し、そのためにあえて 「国家悪」とい う言葉を選んだ理由は何だろうか。 とい うのも、ふ

つ うはこちらのほ うが末法よりも聞きなれない言葉 と思われるか らである。

あるいはこの言葉から、経済学者 ・評論家大熊信行の代表作 『国家悪』(1957〔 昭和32〕年)(50)

を思い浮かべる読者もいるかもしれない。だがこれは戦後の著作であるし、同書を見ても、戦前

戦中にこの言葉が使われたとい う話は出てこない。

牧 口は 「訊問調書」のなかで、仏教用語や自身の創価教育学説に関する用語については、必ず

定義や説明を付 している。してみると、「国家悪」とい う言葉は、特高にとっても自明のものとし

て使っていると見るべきではなかろうか。

だとすれば、戦前戦中の日本にこの言葉の使用例があったはずであるし、牧口がここで特定の

著作家や著作物を念頭に置いて語っている可能性 も否定はできないだろ う。

この件については 目下追跡中であるが、そ うした著作家 ・著作物として、現時点で最 も可能性

が高い と思われるのは、長谷川如是閑の 『現代国家批判』(1921〔 大正10〕 年)で ある。

同書については、本稿第2章 で一度論究している(「忠義道徳批判の系譜 一一秋水 ・如是閑 ・栄

治郎」参照)。大正期のデモクラティックな思潮を代表する書物であるし、何 より忠義道徳批判の

視点を共有する牧口が同書を愛読 していた可能性は大いに考えられる。

同書第1編 第5章 「国家悪 と産業悪」の一節を引いてお く。

ここに 「国家悪」 とい うの も、国家がそ の当然の 目的を追求 して行 くた めに発 生す る 「悪」であって、

「産業悪」とい うの も、産業組織 の当然 の進展 に胚胎す る 「悪」をい うのである。〔…〕私 のい う国家悪、

産業悪が どうして発 生す るか について も、そ こか ら考 える必要が ある。(51)

国家性 とい うの も、畢寛 、人 間性 の一種 の現 われ であって、決 して、善良な人 間性 と対立 し た邪悪

な国家性 とい うものがあるわけではない。 それ は決 して悪魔が人間に取 りつい たので はなく、人間 自身

が、人 間の心 を以 ってそれを行 っているのである。 〔…〕 しか らば何故に、正気 を失 っていない人 間が、

平気 で民衆 を圧迫 した り、隣国や遠 国を侵 した り、大規模の殺人 をやった りす るのであ ろうか。〔…〕(52)

個人が、国家のため となる と、平気 で罪悪 を行 うのは、要す るに、国家 とい う集合体が、観念的崇拝

(49)『 特 高 月 報 』 昭 和 十 入年 八 月 分 、150頁 。(『 牧 口常三 郎 全 集 第10巻 』、200頁 。)

(50)大 熊 信 行 『国家 悪 戦 争 責 任 は誰 の も の か』 中央 公 論 社 、1957年 。(増 補版 は 『国 家 悪 人 類 に 未 来 は

あ る か』 潮 出版 社 、1969年 。)

(51)宮 地 宏 編 『近 代 日本 思想 体 系15長 谷 川 如 是 閑 集 』、筑 摩 書 房 、1976年 、249頁 。

(52)宮 地 編 『近 代 日本 思想 体 系15長 谷 川 如 是 閑 集 』、253頁 。
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物に化 したか らで あって、そ うい う進化 は人 間性か らの乖離ではな く、む しろ必然なのである。〔…〕(53)

国家悪、産業悪 は、人 間性の昂進 による人間性の圧 迫であった。それ は観念 の うちに現実 を没入せ し

める ものであった。それは集 合の うちに個性 を没入せ しめるものであった。 〔…〕㈹

如是閑は、国家悪を国家本性からの逸脱と見なす理想主義や、人間性の昂進によって国家悪を

克服すべきと見る社会主義をそれぞれ批判 し、じつは国家悪そのものも 「人間性の昂進」による

必然であるとのリアリスティックな見解 を示す。

もちろん如是閑は国家悪を肯定しているのではなく、彼の趣旨は 「国家悪の矯正を、人間性へ

の復帰に求めようとする多数の見解は、甚だ実際的の効果の少ないことを指摘する」㈲ ところに

ある。そして国家悪の克服は、むしろ国家自身による 「自家調節」が可能にするのであり、現に

世界では 「大国は概 して小国になる運動が行われつつある」(56>というのである。第一次世界大戦

後の世界的な軍縮の思潮を代弁す る見解 と見てよいであろう。

さて注目したいのは、如是閑が国家悪の具体例として、「平気で民衆を圧迫 した り、隣国や遠国

を侵した り、大規模の殺人をやったりす る」ことや、「人間性の昂進による人間性の圧迫」(忠 義

道徳による富国強兵政策はその最たる例だろう)、「観念の うちに現実を没入せしめる」「集合の内

に個性を没入せ しめる」こと(聖 戦思想はその典型である)を 挙げている点である。

これが大正期の知識人によって広 く共有 された 「国家悪」の概念であるとすれば、牧口は 「訊

問調書」において、目下の昭和軍国主義に対する強い批判を込めてこの言葉を使ったのではない

か と推測される。

*

ここまで、「国難」とい う言葉 をめぐって、牧 口と政府との用語法を比較 しつつ、両者間の差異

を考察してきた。

その結果、政府が日中戦争と太平洋戦争を 「道義」ゆえの聖戦 と見なして国民に戦争協力を訴

えたのに対し、牧口がそれらの戦争を目本の 「諺法」ゆえの災禍 と見なして政府に戦争終結を訴

えたとい う構図が浮かび上がってきた。

以上を勘案するに、牧口の"現 在の戦争は国難である"と いう発言は、けっして彼 自身の

非戦 ・厭戦思想 と矛盾するものではないはずである。むしろ、みずか らの信条を、政府用語を換

骨奪胎しつつ語るか、ス トレー トに語るかとい う、語 り方の違いとして解釈するのが理にかなっ

ていよう。

これで、第二の疑問点に対しても、多少なりとも解答することができたと思う。

牧口の発言(2一 憲法と法華経 との関係

それでは最後に、第三の疑問点に対する考察を行わなくてはならない。

(53)宮 地編 『近 代 日本 思想 体 系15長 谷 川 如 是 閑 集 』、254頁 。

(54)宮 地編 『近 代 日本 思想 体 系15長 谷 川 如 是 閑 集 』、260-261頁 。

(55)宮 地編 『近 代 日本 思想 体 系15長 谷 川 如 是 閑 集 』、256頁 。

(56)宮 地編 『近 代 日本 思想 体 系15長 谷 川 如 是 閑 集 』
、260頁 。
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牧 口は、日本が日中戦争 ・太平洋戦争の苦境から免れるための方途 として、「上は 陛下より下

国民に至る迄総てが久遠の本仏たる曼茶羅に帰依」と述べているが、これは国教化の主張なのだ

ろ うか。 もしそ うであるとしたら、先述のような 『創価教育学体系』の立憲主義 ・民主主義思想

との整合性はつ くのだろうか。

こうした"国 家 と宗教との関係"に ついて牧口がどう考えているかは、もとより特高も気にし

ていた点だったらしく、「大 日本帝国憲法と法華経の大法 とは如何なる関係に立つや」との質問を

ぶつけている。

さきに、f訊問調書」で牧 口が 「罰」について説明 している箇所は2つ あると述べたが、2回 目

の説明はじつはこの質問に対する回答に登場 してくる。それは以下のような内容である。

問 大 日本 帝国憲 法 と法華経の大法 とは如何 なる関係 に立っや。

答 憲法は現世に於ける処の 日本 国を統治す る法であ りま して、 陛 下が御定 めになつた所謂法律 であ

りますか ら、外国の様 に革命 が起 きて国王が変 る様な事はないに して も、政体が変つて将来憲法 も

改正 された り廃止 される様 な事 があるかも知れません。憲法は大法の垂　 であ ります。然 るに法華

経 の法は宇宙根本の大法であ りま して過去 ・現在 ・未来の三世 を通 じて絶対不変万古不易 の大法で

あ ります。

其時代々 に依つて改正 され た り、廃止 された りす る法律諸制度 とは違ふ ので あ りま して 、終世変

らざる処の人類行動の規範 を示顕せ られて あるのであ ります。

故 に此 の大法 に惇 る事は、人類 としても将又国家 として も許 されない事 で反すれ ば直 に法罰 を受

けるので あ ります。

又此 の大法が広宣流布 され一天四海 帰妙 法の理想社会(極 楽浄土 ・寂光 土)が 具現 した暁きに於

ては現在 あるが如 き法律諸制 度中一部分 のものは変更 される様 な事 になるか も知れ ませ ん。(57)

【現代語訳 】

問 大 日本帝 国憲法 と法華経 とは どのよ うな関係にあ るのか。

答 憲法 は この世での 日本 を統治す る法で あり、陛下が定め られ たい わゆる法律です か ら、外 国のよ う

に革命 がおきて国王が変 わるよ うなことはないに して も、政治 体制 が変わ って将来は憲法 も改正さ

れた り廃 止 される ようなこ とがあるかもしれません。 憲法は法華経 に くらべ ると影の ような存在で

す。 ところが法華経は宇 宙の根本 の偉大 な法であ り、過去 ・現在 ・未 来を通 して永遠 に変わ らない

法なのです。

時代 によって改正 され た り廃止 された りす る法律 な どの制度 とは違 い、永遠に変わ らない人類 の

行動の規範 を示 しているのです。

それ ゆえこの偉大な法に反す るこ とは、人類 として も国家 として も許 されないのであ り、反すれ

ばす ぐに罰 を受け るのです。

また 、この偉大な法が流布 されて全世界 が妙法に帰依す る国家社会が実現 した あかつ きには、現

在 あるよ うな法律諸制度 の うち一部 のものは変更 され るよ うなこ とにな るかも しれ ません。

ここで特高は、大 日本帝国憲法と法華経 との関係 を訊ねている。

牧口は、憲法は特定の時代 ・国家を統治する 「法律」であり、将来改正や廃止の可能性 もある

が、法華経は時代や国家を超えて妥当する 「人類行動の規範」であるから、反すれば人類も国家

(57)『 特 高 月報 』 昭和 十 八 年 八 月 分 、153-154頁 。(『 牧 口常 三 郎 全集 第10巻 』、204-205頁 。)
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もすぐに罰を受けるのである、と回答 している。

ここに至って、牧口のい う 「罰」の観念が明瞭になった。法華経の示す 「人類行動の規範」に

背いた者に起きる不幸な現象が、「罰」の意味なのである。そ して、そのようなものとして、牧 口

は日中戦争と太平洋戦争を捉えているのである。

この主張の前提にあるのは、国家的な規範を人類的な規範によって相対化する視点である。牧

口が用いる 「国難」という言葉が日本の行為への批判を含んでいるのも、彼がこうした視点を有

していたからにほかならない。

牧口の法律観 ・国家観

ところで、牧口は若き日から憲法の意義を評価 し、太平洋戦争中にも 「天皇の御位におつきあ

そばされると、陛下も憲法にしたがいあそばす」(「大善生活実証録 第五回総会報告」)と述べて

いるほどである(第1章 を参照のこと)。

こうした立憲主義思想 と、いま述べた憲法を相対化する視点とは、彼のなかでどう関係してい

たのか。

限られた紙幅で論 じるのは難しいが、やはり、牧口が仏法信仰をはじめた とされる1928(昭 和

3)年 以降の著作から、法律を論じた箇所を確認するのが早道であろう。それによって、彼の国

家観をさらに明確に理解することができると思 う。

まず、1931(昭 和6)年 発刊の 『創価教育学体系 第2巻 』に、法律 と道徳との関係を論 じた

次のようなくだりがある。

法律 は道徳 の最低 限を規定す るものである。 善をなせ といふ事 は、表 には言 はないが、悪 をなすな と

反 面 より人 を誠 める作用をなすものである。

だか ら之 が執行 を司る機関 として、社 会が任用す る所 の行政官 は管下の人民即ち被治者 に対 して、善

をな さぬこ とに就 ては何等の干渉は しないが、偶々規則 を犯す ものが あれば、之を犯罪者即 ち悪人 とし

て制裁す るので ある。〔…〕行政司法の機 関は懲悪機関で あつて、勧善作用 をなす機 関ではない。不勧善

で あ る のみ な らず 防 悪 の 作用 さへ も ない 。(58)

法律は道徳の最低 レベル(「悪をなすな」とい う消極的規定)に すぎず、それ以上のレベル(「善

をなせ」という積極的規定)に は関わらない。それゆえ、国家は 「勧善作用をなす機関ではない」

し、そもそも 「防悪の作用さへもない」 と牧口はいう。

したがってこの見解によれば、法律を守るだけでは人は 「たゴ不道徳家たるの誹を免れること

が出来るに過ぎない。故にこれのみが唯一の倫理道徳判定の原理をなすとはいはれない」(59)こと

になる。

そこで牧 口は、法律以上のレベルも含めて トータルに道徳を判定するための規定が必要である

とし、(途中の議論は略すが)最 終的に、「仏教 こそ正に倫理道徳の最高至上の原理を与ふるもの

(58)『 牧 口常 三 郎 全集 第5巻 』
、340-34!頁 。

(59)『 牧 口常 三 郎 全集 第5巻 』
、339頁 。
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でなくて他に何物があるであらう」(60)と結論する。

以上の主張は、「訊問調書」で見た憲法と法華経との対比を思わせるが、そのことよりもここで

注 目したいのは、牧 口が述べている 「法律は道徳の最低限」 とい う言葉が、 ドイツの法学者イェ

リネクの 『法 ・不法及刑罰の社会倫理的意義』(原書初版は1878年)に よるとい う思想史的事実で

ある。

イェリネクのこの学説は、国民生活における精神的方面への国家の干渉を最小限にとどめるも

のとして、大正期のりベラルな法学者のあいだで広く受け入れ られていた。

たとえば、牧 口も読んだ と思われる美濃部達吉の 『憲法読本』(縮刷版、1918〔大正7〕 年)は 、

イェリネク学説を踏まえてこう述べている。

先づ法 と道徳 との区別 のある第一の点は、道徳 ほ人商 ゐ右迄 をも支酋己ナ る、単に外部 に表 はれ た行為

のみな らず 、少 しも外部 に表はれ ない心の働 に付 いて も支配す る所の法則であ ります が、法律 は之 に反

して単 に心 の働 きにのみ止 まつ て少 しも外 に表 はれ ない心理作 用 に付 いては更 に関係 す る所 がない。

〔…〕/〔 …〕一言 に して 申すな らば、法律爵意識 といふゐほ吾 ル歩在会生活 一』必奇従1ま姦け乳 ほな ら

ぬ とナ る意識古 あ めま一テ。〔…〕遺徳 白b意識 ほ乏た友 しそ乏 た従ふ ゐ歩善事 である とナ る意識 一さあ らま

ナ。(61)(傍点原文)

要するに、道徳は法律よりも適用範囲が広い。それゆえ 「善事」 とは、単に法律にしたがうこ

と以上の積極的な行為なのであり、それを為すか為 さないかはあくまで個人の良心にゆだねられ

る、とい うことになる。

また、右の議論にもとづき、美濃…部の主著 『憲法撮要』(初版1923〔 大正12〕年)で は、国家を

「道徳ノ最高ノ形式」とか 「人類ノ道徳ヲ完成スルガ為ノ制度」などと見なす学説(こ のあと触

れ る上杉慎吉が唱えていた)に 対して、「一部ヲ以テ全部 ト為スノ非難 ヲ免 レズ」(62)と批判 して

いる。

牧口の 『創価教育学体系』もまた、大正期に構想 された書物にふ さわしく、国家は 「勧善作用

をなす機関ではない」とい う醒めた考えを前提にしており、そのうえで 「倫理道徳の最高至上の

原理」を宗教(法 華経)に 求めているのである。

政府の法律観 ・国家観

ところが、大正期の りベラリズムに異を唱え、国家こそが 「最高の道徳」であるとしたのが、

美濃部の論敵で、天皇機関説の批判者である上杉慎吉の主張であった(天 皇機関説をめぐる美濃

部 と上杉 との憲法論争にっいては、第1章 を参照のこと)。

上杉の 『国家新論』(1921〔 大正10〕 年)は 次の一文ではじまる。

(60>『 牧 口常 三 郎 全集 第5巻 』
、363頁 。

(61)美 濃 部 達 吉 『憲法 講 話 』(縮 刷 版) 、 有 斐 閣 、1918年 、439頁 。

(62>美 濃 部 達 吉 『憲法 撮 要 』 改 訂 第5版 、有 斐 閣 、1933年 、11-12頁 。
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「国家 は最高の道徳な り」、之れ 予の国家学説の根本 を成す所の思想 である、之れ予の普遍に して如何

なる国家 にも妥 当す るの真理な りと確信 す る所 であつ て、其れ故 に之 を基礎 として予の憲法及 政治に関

す る理論 を発展す るので あるけれ ども、此の理論 を樹立す るの根底 は予 の 日本人 として有する所であつ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

て、離 るべか らざる目本国家に対す る信念感情に在る ことを疑はぬ 〔…〕。(63)(強調原文、以下同 じ)

　 　 　 　 　 　 　 　

こうした国家崇拝の背景には、「天皇は最高道徳の具現者にま します、〔…〕最高道徳は祖宗 〔天

皇の先祖〕の宏護歴代の御精神である、天皇は之を具現するの現神 〔現人神〕である」(64)とする

上杉の天皇崇拝があった。

憲法の制定も、議会の設置も、臣民が天皇を 「翼賛」(お助け)し て、「最高の道徳を創造する」

ためのものであると上杉はい う(65)。

それゆえ上杉によれば、あらゆる法律は天皇を翼賛するために存在 している。晩年の 『憲法読

本』(1928〔 昭和3〕 年)噛では、日本の法律 は 「臣民の遵守すべき天皇の命令」であり、「国民生

活の最も妥当なる基準」であり、「道徳を成就せしめる」 ものであると説いている(66)。

上杉のような考えは、昭和初期までは少数派の説にとどまっていた。しかし、天皇機関説事件

で美濃部の著書が発禁になったあと、文部省のパンフレット『国体の本義』(1937〔 昭和12〕年3

月)に おいて、政府の公式見解として明記 されることになる。

我が国の法は、 〔…〕個 々の法典法規 としては、直接御親裁 〔ご決裁 〕によつて定ま るもの もあれば、

天皇の御委任 によつ て制 定せ られ るもの もある。併 しいつれ も天皇 の御稜威 に淵源せ ざるものはないの

であ る。〔…〕従つて万法は天皇 の御稜威 に帰す る。それ故に我 が国の法 は、すべ て我 が国体の表現で あ

ゑ 。

か くて我 が国の法は、御稜威 〔天皇の ご威光〕の下に、臣民各 自が皇運扶翼 のため に、ま ことを尽 く

し、恪循す る 〔したがい守 る〕道 を示 された ものである。 され ば臣民が国憲 を重ん じ、国法に遵ふは、

国民が真に忠良なる臣民 として生きる所 以である。㈹

ここでは、「国憲 〔憲法〕を重んじ、国法に遵ふ」ことが、そのまま道徳の実践 と同一視 されて

いる。同趣旨のことは、四年後に文部省が発行 したパンフレット『臣民の道』(1941〔 昭和16〕年

8月)に も記されている。

国憲 を重 ん じて国法 に遵ふのは、皇国臣民 として大御心 を奉体 し、翼 賛のまこ とを致す所 以であ る。

〔…〕各種の規定 ・規則 等が、隣組 ・部落会 ・町内会 等の行 動を律 し規定す るところ に、 自ら遵法の訓

練が行 はれ る。〔…〕遵法の精神 が国民に徹底すれば、国家秩序は確固た るもの とな り、国策 も円滑 に遂

行せ られ る。(68)

(63)上 杉 慎 吉 『国 家新 論 』 敬 文 館
、1921年 、1-2頁 。

(64)上 杉 『国 家 新論 』
、43頁 。

(65)上 杉 『国 家 新論 』
、84頁 。

(66)上 杉 慎 吉 『憲 法読 本』
、 日本 評 論 社 、1928年 、133-134頁 。

(67)『 国体 の 本 義 』文 部省
、1937年 、135-136頁 。

(68)『 臣 民の 道 』
、93頁 。

-166一



創価教育 第4号

こうして 《国法の絶対性》を強調 しつつ、政府は法律の厳重化をはかっていった。代表的なも

を挙げると、 「思想犯保護観察法」(1935〔 昭和11〕 年5月)、 「安寧秩序に対する罪」を新設 した

刑法改正(1941〔 昭和16〕 年3月)、 「治安維持法」の改正(同 年3月)、 「言論出版集会結社等臨

時取締法」の制定(同 年12月)、 「戦時刑事特別法」の制定(翌 年2月)な どである。

ちなみに、太平洋戦争がはじまって五ヶ月後の1942(昭 和17)年4月 、検事総長の松阪広政(1944

〔昭和19〕7Aか らは司法大臣)は 「大東亜戦争 と治安維持の重要性」と題 して次のように論 じ

ている。

戦時下国 内の人心 を動揺せ しめて社会不安を誘 致す るが如 き事犯や 、国策 に反 して国論の不統一を招

来せ しむる如 き事犯 を防圧根絶す る為、言論、出版、集会、結社等に 関す る取締法を制定 し、或は共産

主義其 の他論激 〔危険で過激な〕思想運動の如 きも、戦 争の長期化に従い、各種 の経済現象が漸次複 雑

化する と共 に、国 際情勢や社会情勢の変化 に依 り、動 もすれ ば、誰激思想 を助成するが如 き行為 を為す

者 が出で、為 に戦争 目的遂行 を阻害す る処があってはな らないので、之 を防遇 〔防ぎ とどめ る〕す る為、

治安維持法 をも改正強化 して国内治安 を確保 し、思想国防の完壁 を期 した。(69)

昭和軍国主義は、《天皇=人 間》説の否定であると同時に、《法律=最 低道徳》説の否定でもあ

った。そして、いずれもそれは牧口にとって、みずか らの思想の根幹部分の否定であった。

国家と宗教 との関係

以上、昭和期における牧 口と政府との国家観を対比 してみた。

簡単にまとめると、牧 口は昭和初期に発表 した 『創価教育学体系』において、大正期のりベラ

ルな国家観をもとに法華経の意義づけをおこなった。すなわち、法律は 「道徳の最低限」である

から、国家は 「勧善作用をなす機関ではない」わけで、「倫理道徳の最高至上の原理」は宗教(法

華経)が 担うべきであるとした。

だが、天皇機関説事件(1935〔 昭和10〕 年)以 降、政府は大正期の リベラリズムを否定する方

向に進んでいった。天皇が 「最高道徳の具現者」であるゆえに国家は 「最高の道徳」であり、法

律は 「道徳を成就せ しめる」もの としたのである。この反動的な国家観は、戦時下の体制強化に

大いに貢献した。

こうしてみると、戦時下の牧口のなかで、「陛下も憲法にしたがいあそばす」という立憲主義思

想 と、「憲法は大法の垂　であります」(憲法は法華経にくらべると影のような存在である)と い
ワ ンセ ッ ト

う仏法信仰とが、矛盾するものではなく、むしろ一組みの関係にあったことが分かる。

そもそも 「陛下も憲法にしたがいあそばす」という発言は、憲法によって君主や国家の権限を

制限し、国民の権限を拡大するのが 《立憲政治》であるとい う考えを前提にしている(第1章 を

参照のこと)。そして、牧 口がこの政治理念にかなうと見なした法思想 こそ、国民への国家の干渉

を最小限にとどめる 「法律は道徳の最低限」とい う考えであった。

しかしなが ら、憲法も 「道徳の最低限」(道徳の消極的規定)に すぎないということなると、単

(69)荻 野 富 士 夫 『思想 検事 』 岩 波 書 店
、2000年 、137頁 。
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に憲法にしたが うだけでは、道徳的に優れていることにはならない。 この点は天皇といえども同

様であり、「大法」(道徳の積極的規定)が 必要 とされるゆえんである。 おそ らく牧 口はそ う

いいたかったのであろう。

要するに、戦時下にあっても牧 口は、往年のりベラリズムをつ らぬいたものと解してよい。

*

以上を勘案するに、牧口の国家観を把握 したいま、彼の 「一天四海帰妙法の国家社会」と

いう言葉を、法華経の国教化を唱えたものと解するのは正 しくない と思われる。

いずれの宗教であれ、それを国教化するならば、国家は 「勧善作用をなす機関ではない」とい

う、彼の国家観の基礎を否定することになるか らである。

牧口は、天皇をはじめ国民すべてが法華経に帰依す ることを 「究極の希望」であると述べてい

るが、その帰依はあくまで自発的なものであるべきで、そもそも法によって強制する事柄ではな

いのである。それが 『創価教育学体系』の理論に忠実な解釈であろう。

これで、第三の疑問点に対しても、ある程度解答を提出しえたと思われる。

立憲主義の強化のために

最後に一つ付言しておきたいが、ここまでの本稿の議論にもとつくならば、「憲法は大法の垂　

であります」とい う発言を、単に憲法に対する法華経の優位を説いたものと解するのは、事柄の

表層 しか捉えていないことになろう。

というのも、国法を絶対化し、国民の権限を制限す ることは、立憲政治の理念を否定すること

にほかならない、とい う、昭和軍国主義への批判を聴 きとってはじめて、この発言を十全に理解

したことになるはずだからである。

現に牧 口は、 目中戦争勃発の翌月に発行 したパンフレット 『創価教育法の科学的超宗教的実験

証明』(1937〔 昭和12〕 年8月)の なかで、こう述べている。

人間が人 間を取締 る法律や道徳 では、綿密 と厳 重を加へれ ば加へ るほど、それを逃 れる途 が考へ出 さ

れ 、その方 が常 に一歩づ ン進んで居るために、現世に於 ける法網のみ を恐れるために、悪を しない程 度

のものに対 しては、何 らの権威 も持たぬ事 になつたのである。況 して道徳の制裁な どをや。㈹

法律をいくら厳 しくしても悪を防ぐことはできない、まして既成の道徳は悪を防ぐだけの権威

を持たない、と牧口はい う。そこで彼は、「善を保護するカ」があり、「信 じておこなってゐるも

のを誹諺すると、忽ち現象が表はれる」だけの 「制裁的威力」をもつ宗教が必要であるとし、法

華経を推奨するのである ㈹。

これは、「倫理道徳の最高至上の原理」を担 うのは国家ではなく宗教である、とい う年来の主張

をもって、天皇機関説事件後の日本の政策を批判 したものである。彼の仏法信仰が 「罰」を強調

(70)『 牧 口常三 郎 全 集 第8巻 』、80頁 。

(71)『 牧 口常三 郎 全 集 第8巻 』、81頁 。
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した理由の一つはここにあったといえる。

また、日米開戦直前の論文 「大善生活法即ち人間の平凡生活に」(1941〔 昭和16〕年10月)を 見

てみよう。「大善生活」は、本章の最初に述べたように(「開戦直前の牧口」参照)、一言でい うと

法華経や 日蓮の教えに則った生活のことである。

大善生活 といへば現在 に於ては吾々の凡人の 出来に くい非常道徳 の生活 と想 はれ るで あら うけれ ど、

従来は君臣、親 子、夫婦 、主従、師弟等 の間柄 に於て上長者の言に絶 対服従せ ねばな らぬ と言 はれ、人

に依つてゐた基 準を革 めて法 に依れ とな し、〔…〕釈尊最 後の御遺誠 に遵ひ奉 る生活法 と解す もの といふ

て もよいであ らう。

然 らば昔の専制政治の生活 を立憲政治 の生活 に革 められた現在の政 体の生活 を意味す るもの と云ふて

差支へなか らう。果 して然 らば今更吾々が提唱す るまで もな く、明治廿三年憲法発布以来承認 し服従 し

てゐ る生活法 を意識 し強化す る生活法 に外 な らない ではないか。(72)

現在の 「立憲政治の生活」を昔の 「専制政治の生活」に逆戻 りさせてはならない、そのために

は立憲政治の生活法を 「意識 し強化する生活法」を浸透 させねばならない、それが法華経にもと

つ く 「大善生活」の意義なのだ、とい う問題意識が うかがえる。

だとすれば、牧口にとって法華経に対する誹諺は、とりもなおさず、立憲政治に対する誹諺を

意味していたといってよい。

さきほど牧口の 「諺法国」とい う言葉を論 じたさい、この言葉は大正期以降のりベラリズムを

否定した昭和軍国主義に対する批判であろうと述べたゆえんである(本 章 「「諺法国」とは何か」

の項を参照のこと)。

牧 口の仏法信仰は、立憲政治擁護と不可分離のものであった。この点でも、彼 と昭和軍国主義

との衝突は避けられなかったといえよう。

(72)『 牧 口常 三郎 全 集 第10巻 』、16頁 。(改 行 筆 者)
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